
南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
一
五
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

リ
ン
カ
ー
ン
は
、
ト
ー
ニ
ー
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
が

一
八
六
四
年
一
〇
月
一
二
日
に
死
去
し
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
後

任
と
し
て
、
財
務
長
官
で
あ
っ
た
チ
ェ
イ
ス
（S

alm
on 

P
ortland C

hase

）
を
一
八
六
四
年
一
二
月
六
日
に
任
命
し
た
。

チ
ェ
イ
ス
は
任
命
当
日
に
上
院
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
即

日
就
任
し
た
。

彼
が
長
官
の
時
代
、
連
邦
議
会
は
、
南
北
戦
争
に
よ
る
社
会
混

乱
を
鎮
め
、
黒
人
の
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
、
さ
ら
に
産
業
革

命
に
よ
っ
て
発
生
し
た
社
会
階
級
間
の
対
立
を
減
少
す
る
た
め
に

様
々
な
積
極
的
立
法
を
行
っ
た
。
そ
の
頂
点
に
立
つ
の
が
、
第

一
三
、
第
一
四
、
第
一
五
と
い
う
三
つ
の
憲
法
修
正
で
あ
る
。

こ
の
ま
っ
た
く
新
し
い
憲
法
秩
序
の
下
で
、
裁
判
所
は
ど
う
行

動
す
る
べ
き
か
。
チ
ェ
イ
ス･

コ
ー
ト
が
迫
ら
れ
た
の
は
、
こ
の

よ
う
な
難
し
い
判
断
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
、
チ
ェ
イ
ス
は
自
由
土
地
運
動
（F

ree S
oil 

m
ovem

ent
）
と
い
う
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
運
動
は
、

南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序

│
チ
ェ
イ
ス
第
六
代
長
官
の
時
代

│

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

一
一
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
一
六
）

所
に
お
け
る
弁
護
士
資
格
を
ア
フ
リ
カ
系
米
国
人
弁
護
士
で
あ
る

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John R

ock

）
を
承
認
し
た
点
に
、
そ
の
変

化
が
端
的
に
現
れ
て
い
た
。

チ
ェ
イ
ス･

コ
ー
ト
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
に

は
、
そ
れ
に
先
行
し
て
三
つ
の
憲
法
修
正
が
ど
う
い
う
も
の
で

あ
っ
た
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

一　

憲
法
修
正

（
一
）　

第
一
三
修
正

リ
ン
カ
ー
ン
は
、
奴
隷
解
放
宣
言
（E

m
ancipation 

P
roclam

ation

）
の
第
一
部
を
南
北
戦
争
中
の
一
八
六
二
年
九
月

に
、
さ
ら
に
第
二
部
を
一
八
六
三
年
一
月
一
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
最

高
司
令
官
の
資
格
に
お
い
て
発
し
て
い
た
。
し
か
し
、
北
部
の
支

配
下
に
あ
る
奴
隷
州
の
離
反
を
恐
れ
て
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
と
デ

ラ
ウ
ェ
ア
州
（
連
邦
側
か
ら
脱
退
し
な
か
っ
た
た
め
）、
テ
ネ

シ
ー
州
（
そ
の
時
点
で
は
既
に
連
邦
側
）、
そ
し
て
ミ
ズ
ー
リ
州

と
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
（
連
邦
側
に
忠
誠
）
の
州
名
は
、
い
ず
れ
も

意
図
的
に
解
放
宣
言
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
大
統
領
が
、

こ
の
よ
う
な
一
片
の
宣
言
で
、
個
人
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
の
は

憲
法
違
反
で
あ
っ
た
。

奴
隷
制
度
反
対
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
自
由
土
地
党
（F

ree 
S
oil P

arty

）
と
い
う
政
党
を
作
っ
て
、
大
統
領
選
挙
に
候
補
者

を
立
て
た
り
し
た
。
チ
ェ
イ
ス
自
身
が
オ
ハ
イ
オ
州
選
出
の
上
院

議
員
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
が
故
で
あ

る
。
上
院
議
員
当
時
、
彼
は
反
奴
隷
制
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
し
て
、

一
八
五
〇
年
の
妥
協
に
も
、
カ
ン
ザ
ス･

ネ
ブ
ラ
ス
カ
法
に
も
強

力
な
反
対
の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
。

結
局
、
こ
の
運
動
は
共
和
党
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

チ
ェ
イ
ス
は
、
こ
う
し
て
最
初
の
共
和
党
員
で
あ
る
オ
ハ
イ
オ
州

知
事
と
な
っ
た
。
州
知
事
と
し
て
は
、
女
性
の
権
利
や
教
育
の
拡

充
、
刑
務
所
改
革
な
ど
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
進
歩
的
な
政

策
を
展
開
し
た
。

一
八
六
〇
年
の
共
和
党
大
会
で
は
大
統
領
候
補
の
一
人
と
な
る

が
、
オ
ハ
イ
オ
州
以
外
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
票
が
得
ら
れ
ず
、
結
局

リ
ン
カ
ー
ン
の
支
援
に
廻
り
、
リ
ン
カ
ー
ン
が
当
選
し
た
後
は
、

財
務
長
官
と
な
っ
て
、
リ
ン
カ
ー
ン
が
南
北
戦
争
を
遂
行
す
る
の

を
財
政
的
に
支
え
た
の
で
あ
る
。

チ
ェ
イ
ス
は
こ
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判

所
長
官
と
し
て
も
、
ト
ー
ニ
ー
と
は
か
な
り
異
な
る
行
動
を
し
た
。

長
官
と
し
て
の
チ
ェ
イ
ス
の
最
初
の
行
為
の
一
つ
が
、
最
高
裁
判

一
一
六



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
一
七
）

立
し
た
公
民
権
法
（C

ivil R
ights A

ct of 1866 （1
）

）
で
あ
る
。

同
法
は
、
米
国
に
生
ま
れ
、
外
国
市
民
で
な
い
も
の
は
、
人
種
、

肌
の
色
、
も
し
く
は
以
前
に
奴
隷
状
態
な
い
し
非
任
意
的
召
使
い

（involuntary servitude

）
で
あ
っ
た
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、

合
衆
国
市
民
の
資
格
を
与
え
ら
れ
る
と
宣
言
し
た
。

ま
た
、
い
か
な
る
市
民
も
白
人
で
あ
る
市
民
と
同
一
の
権
利
を

有
し
、
そ
れ
は
、
契
約
の
締
結
、
訴
訟
の
提
起
も
し
く
は
提
起
さ

れ
る
こ
と
、
法
廷
で
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
、
相
続
し
、
購
入
し
、

リ
ー
ス
し
、
販
売
し
、
保
持
し
、
不
動
産
も
し
く
は
動
産
を
諸
有

す
る
権
利
を
含
む
と
も
宣
言
し
た
。
さ
ら
に
か
つ
て
奴
隷
で
あ
っ

た
者
に
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
否
定
す
る
者
は
、
軽
罪
と
し
て
有
罪

と
さ
れ
、
一
、〇
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
ま
た
は
懲
役
一
年
、
あ
る
い

は
そ
の
両
方
を
課
す
と
し
て
い
た
。

連
邦
議
会
は
、
こ
の
法
律
を
第
一
三
修
正
の
第
二
項
に
よ
り
議

会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
に
基
づ
き
立
法
可
能
と
し
た
の
で
あ

る
。リ

ン
カ
ー
ン
は
、
こ
の
前
年
一
八
六
五
年
四
月
一
四
日
に
暗
殺

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
副
大
統
領
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン

（A
ndrew

 Johnson

）
が
第
一
七
代
大
統
領
に
四
月
一
五
日
、
昇

格
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
奴
隷
解
放
宣
言
を
全
国
的
に
有
効
な
も
の
と
す
る
た

め
に
は
憲
法
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
目
的
で
、
第
一
三

修
正
が
、
連
邦
議
会
に
よ
り
一
八
六
五
年
一
月
三
一
日
に
各
州
の

議
会
に
提
案
さ
れ
た
。
次
の
様
な
条
文
で
あ
る
。

「
第
一
項　

奴
隷
制
お
よ
び
本
人
の
意
に
反
す
る
苦
役
は
、

適
正
な
手
続
を
経
て
有
罪
と
さ
れ
た
当
事
者
に
対
す
る
刑
罰

の
場
合
を
除
き
、
合
衆
国
内
ま
た
は
そ
の
管
轄
に
服
す
る
い

か
な
る
地
に
お
い
て
も
、
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
項　

連
邦
議
会
は
、
適
切
な
立
法
に
よ
り
、
こ
の
修

正
条
項
を
実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
。」

こ
の
第
一
項
は
、
あ
き
ら
か
に
日
本
国
憲
法
一
八
条
に
影
響
を

与
え
て
い
る
。

南
北
戦
争
の
終
結
は
一
八
六
五
年
四
月
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
修

正
は
ま
だ
完
全
に
戦
争
が
続
い
て
い
る
時
期
に
提
案
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
南
部
諸
州
も
、
戦
争
終
結
後
は
奴
隷
解
放
に
抵

抗
す
る
意
欲
を
失
っ
て
い
た
ら
し
く
、
同
年
一
二
月
に
は
、
当
時

の
全
三
六
州
の
う
ち
二
七
州
の
議
会
に
よ
り
修
正
条
項
が
批
准
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
修
正
は
成
立
し
た
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
連
邦
議
会
は
積
極
的
に
様
々
な
立
法
を
行
っ

た
。
そ
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
一
八
六
六
年
四
月
に
成

一
一
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
一
八
）

動
を
制
限
し
た
り
、
訴
訟
を
起
こ
し
た
り
、
法
廷
で
証
言
し
た
り

す
る
こ
と
を
防
げ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
黒
人
法

（B
lack C

odes

）
を
制
定
す
る
こ
と
で
、
以
前
の
奴
隷
状
態
と
あ

ま
り
変
わ
ら
な
い
状
態
に
戻
す
試
み
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
連

邦
憲
法
の
規
定
は
、
連
邦
の
み
を
拘
束
し
、
州
を
拘
束
し
な
い
と

考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
様
な
立
法
に
は
何
の
問
題
も
な
い
。
そ

し
て
、
ト
ー
ニ
ー
が
死
去
し
て
も
、
こ
の
時
代
は
ま
だ
ト
ー

ニ
ー
・
コ
ー
ト
を
構
成
し
て
い
た
判
事
の
多
く
は
、
そ
の
ま
ま
在

任
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
事
件
が
最
高
裁
判
所
に
提
訴
さ

れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
黒
人
法
で
は
無
く
、
公
民
権
法
の
方
が
違
憲
と

判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
様
な
主
張
を
事
前
に
憲
法
レ
ベ
ル
で
明
確
に
封

じ
る
狙
い
か
ら
、
第
一
四
修
正
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

一
八
六
六
年
六
月
一
三
日
に
連
邦
議
会
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
合
衆
国
憲
法
の
修
正
条
項
と
し
て
は
、
質
量
と
も
に
空
前

の
大
改
正
で
あ
っ
た
。

重
要
な
改
正
な
の
で
、
各
項
ご
と
に
逐
次
見
て
い
き
た
い
。

1　

第
一
項

「
合
衆
国
内
で
生
ま
れ
ま
た
は
合
衆
国
に
帰
化
し
、
か
つ
、

合
衆
国
の
管
轄
に
服
す
る
者
は
、
合
衆
国
の
市
民
で
あ
り
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
元
来
、
南
部
連
合
に
属
し
て
北
部
と
戦
っ
た

テ
ネ
シ
ー
州
選
出
の
上
院
議
員
で
あ
り
、
自
ら
も
奴
隷
所
有
者
で

あ
っ
た
か
ら
、
当
然
に
奴
隷
制
の
賛
同
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

南
部
諸
州
の
連
邦
か
ら
の
脱
退
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
脱
退
し
た

一
一
州
選
出
の
上
院
議
員
の
う
ち
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
と
ど
ま
っ
た

の
は
彼
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
主
張
す
る
、

南
部
の
連
邦
か
ら
の
脱
退
権
否
定
の
見
本
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ

た
た
め
、
第
二
期
に
お
い
て
副
大
統
領
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
人
物
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
、
連
邦
政
府
に
よ
る
南

部
再
建
に
お
い
て
、
南
部
人
に
寛
大
な
政
策
を
と
っ
て
い
た
。

そ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
、
公
民
権
法
に
対
し
て
拒
否
権
を
発
動
し

た
。
公
民
権
法
が
、
州
ば
か
り
で
無
く
、
そ
の
市
民
に
も
義
務
を

課
し
て
い
る
点
で
、
違
憲
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

議
会
は
彼
の
拒
否
権
を
三
分
の
二
の
多
数
で
覆
し
、
同
法
を
成
立

さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
議
会
の
関
係
は
こ
じ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

（
二
）　

第
一
四
修
正

南
部
諸
州
で
は
、
第
一
三
修
正
が
成
立
し
、
公
民
権
法
が
制
定

さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
解
放
奴
隷
の
移

一
一
八



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
一
九
）

明
す
る
。

「
合
衆
国
内
で
生
ま
れ
」
と
い
う
文
言
は
、
合
衆
国
国
内
で
生

ま
れ
た
子
供
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
（
2
）

合
衆
国
市
民
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
保
証

は
「
出
生
地
主
義
」
と
か
「
領
土
の
権
利
」
と
か
呼
ば
れ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
わ
が
国
を
含
む
ア
ジ
ア
の
大
半
に
は
存
在
し
な
い
イ
ギ

リ
ス
慣
習
法
の
一
部
で
あ
る
。

同
項
二
文
は
、
適
正
手
続
条
項
（D

ue P
rocess C

lause

）
と

呼
ば
れ
る
。
連
邦
議
会
が
不
用
意
に
設
け
た
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、

連
邦
最
高
裁
判
所
に
、
連
邦
議
会
の
制
定
し
た
法
律
に
対
し
て
違

憲
と
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
の
最
大
の
武
器
を
与
え
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
本
稿
第
五
節
の
屠
殺
場

事
件
で
述
べ
る
。
こ
の
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
、
日
本
国
憲
法
三
一

条
の
文
言
で
は
、「
法
律
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば

（except according to procedure established by law

）」
と

述
べ
て
、
慎
重
に
適
正
手
続
き
（D

ue P
rocess of L

aw

）
と
い

う
表
現
を
避
け
て
い
る
。
し
か
し
、
近
時
の
通
説
は
、
そ
れ
で
も

そ
こ
に
適
正
手
続
き
を
読
む
方
向
に
進
ん
で
い
る
。

同
項
三
文
は
、
平
等
保
護
条
項
（E

qual P
rotection 

C
lause

）
で
あ
る
。
合
衆
国
憲
法
に
は
、
日
本
国
憲
法
一
四
条
に

か
つ
、
そ
の
居
住
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
。
い
か
な
る
州
も
、

合
衆
国
市
民
の
特
権
ま
た
は
免
除
を
制
約
す
る
法
律
を
制
定

し
、
ま
た
は
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
州
も
、
法

の
適
正
な
過
程
に
よ
ら
ず
に
、
何
人
か
ら
も
そ
の
生
命
、
自

由
ま
た
は
財
産
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
州
も
、

そ
の
管
轄
内
に
あ
る
者
に
対
し
法
の
平
等
な
保
護
を
否
定
し

て
は
な
ら
な
い
。」

第
一
項
一
文
は
、
先
に
紹
介
し
た
一
八
六
六
年
公
民
権
法
の
一

条
と
ほ
ぼ
同
一
の
書
き
出
し
で
あ
り
、
公
民
権
法
を
合
憲
に
す
る

意
図
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
市
民
権
条
項
（C

itizenship C
lause
）
に
よ
り
、
黒
人
は
も

と
も
と
市
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
無
く
、
立
法
で
市
民
権
を
与
え
る

こ
と
も
で
き
な
い
と
す
る
、
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
に
対
す
る

ト
ー
ニ
ー
判
決
が
、
明
文
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し

か
も
、「
い
か
な
る
州
も
」
と
州
を
主
語
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、

連
邦
憲
法
の
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、
州
に
そ
の
遵
守
義
務
を
課
す

る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
で
、
こ
の
一
点
だ
け
で
も
、
合
衆
国
憲

法
の
歴
史
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
大
改
正
と
い
え
る
。
同
時
に
、

こ
の
よ
う
に
州
に
義
務
を
課
す
る
に
と
ど
め
た
点
が
、
将
来
に
禍

根
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
稿
以
下
に
説

一
一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
二
〇
）

す
な
わ
ち
、
従
来
は
、
各
州
の
下
院
議
員
数
は
、
自
由
人
の
人
口

に
奴
隷
の
人
口
の
五
分
の
三
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
奴

隷
条
項
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
。
単
純
に
削
除
す
る
と
、
し
か
し
、

南
部
諸
州
に
配
分
さ
れ
る
下
院
議
員
数
が
多
く
な
り
、
連
邦
議
会

の
多
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
、
改
革
に
逆
行
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
南
部
諸
州
が
黒
人
の
参
政
権
を
制
約
し
て
い
る

限
り
、
下
院
議
員
数
の
増
加
は
認
め
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

た
だ
し
、
二
一
歳
以
上
の
選
挙
権
を
否
定
し
た
場
合
に
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
下
院
議
員
の
数
を
減
ら
す
と
い
う
規
定
は
一
度
も
実
行
さ

れ
な
か
っ
た
。

3　

第
三
項

「
連
邦
議
会
の
議
員
、
合
衆
国
の
公
務
員
、
州
議
会
の
議

員
、
ま
た
は
州
の
執
行
部
も
し
く
は
司
法
部
の
官
職
に
あ
る

者
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
を
支
持
す
る
旨
の
宣
誓
を
し
な
が

ら
、
そ
の
後
合
衆
国
に
対
す
る
暴
動
ま
た
は
反
乱
に
加
わ
り
、

ま
た
は
合
衆
国
の
敵
に
援
助
も
し
く
は
便
宜
を
与
え
た
者
は
、

連
邦
議
会
の
上
院
お
よ
び
下
院
の
議
員
、
大
統
領
お
よ
び
副

大
統
領
の
選
挙
人
、
文
官
、
武
官
を
問
わ
ず
合
衆
国
ま
た
は

各
州
の
官
職
に
就
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
連
邦
議
会

は
、
各
々
の
院
の
三
分
の
二
の
投
票
に
よ
っ
て
、
か
か
る
資

相
当
す
る
包
括
的
な
平
等
権
条
項
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
例
え
ば

男
女
の
平
等
は
今
日
に
到
る
も
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
憲
法
的
保
障

の
対
象
で
は
無
い
（
3
）

。
そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
こ
れ
が
も
っ
と
も

包
括
性
を
持
つ
規
定
で
あ
り
、
例
え
ば
一
票
の
格
差
の
禁
止
な
ど
、

そ
の
後
に
お
け
る
多
く
の
最
高
裁
判
所
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
。

2　

第
二
項

「
下
院
議
員
は
、
各
々
の
州
の
人
口
に
比
例
し
て
各
州
の

間
に
配
分
さ
れ
る
。
各
々
の
州
の
人
口
は
、
納
税
義
務
の
な

い
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
除
き
、
す
べ
て
の
者
を
算
入
す
る
。
但

し
、
合
衆
国
大
統
領
お
よ
び
副
大
統
領
の
選
挙
人
の
選
出
に

際
し
て
、
ま
た
は
、
連
邦
下
院
議
員
、
各
州
の
執
行
部
お
よ

び
司
法
部
の
官
吏
も
し
く
は
州
の
立
法
部
の
議
員
の
選
挙
に

際
し
て
、
合
衆
国
市
民
で
あ
る
州
の
男
子
住
民
が
、
反
乱
ま

た
は
そ
の
他
の
犯
罪
に
参
加
し
た
こ
と
以
外
の
理
由
で
、
投

票
の
権
利
を
奪
わ
れ
、
ま
た
は
か
か
る
権
利
を
な
ん
ら
か
の

形
で
制
約
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
州
の
下
院
議
員
の

基
礎
数
は
、
か
か
る
男
子
市
民
の
数
が
そ
の
州
の
年
齢
二
一

歳
以
上
の
男
子
市
民
の
総
数
に
占
め
る
割
合
に
比
例
し
て
、

減
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。」

こ
の
第
二
項
は
、
合
衆
国
憲
法
一
条
二
節
三
項
の
改
正
で
あ
る
。

一
二
〇



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
二
一
）

は
な
ら
な
い
。
か
か
る
債
務
、
義
務
ま
た
は
請
求
は
、
す
べ

て
違
法
か
つ
無
効
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

第
四
項
は
、
直
接
に
は
奴
隷
解
放
と
い
う
財
産
権
の
侵
害
に
対

し
て
、
国
家
補
償
を
否
定
し
た
規
定
で
あ
る
。
ま
た
、
南
部
連
邦

の
負
債
を
拒
絶
す
る
意
味
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
北
戦
争
中
に
、

い
く
つ
か
の
英
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
は
莫
大
な
金
銭
を
南
部

連
合
に
、
北
軍
と
戦
う
た
め
の
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
本
項
が
連
邦
政
府
が
そ
の
支
払
い
を
拒
絶
す
る
根
拠

規
定
で
あ
る
。

5　

第
五
項

「
連
邦
議
会
は
、
適
切
な
立
法
に
よ
り
、
こ
の
修
正
条
項

の
規
定
を
実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
。」

憲
法
実
施
法
条
項
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
三
修
正
や
第
一
五

修
正
に
も
同
一
の
規
定
が
存
在
す
る
。
こ
れ
以
後
、
憲
法
修
正
条

項
の
多
く
で
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第

一
四
修
正
の
場
合
、
一
八
七
〇
年
及
び
一
八
七
一
年
に
実
施
法

（E
nforcem

ent A
cts

）
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
法
律
が
作
ら
れ
た

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
そ
れ
は
、
黒
人
の
選
挙

権
行
使
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
は
南
部
の
選

挙
に
対
し
、
北
部
の
監
視
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
七
一

格
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
の
第
三
項
は
、
南
部
の
反
乱
に
参
加
し
た
者
の
公
民
権
喪
失

規
定
で
あ
る
。
一
八
九
八
年
に
、
連
邦
議
会
は
こ
の
制
限
の
一
般

解
除
法
を
三
分
の
二
の
多
数
で
議
決
し
た
の
で
、
以
後
、
事
実
上

空
文
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
反
乱
の
指
導
者
達
は
同
法
の
例
外

と
し
て
公
民
権
は
回
復
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
南
軍
の
最
高

指
揮
官
リ
ー
（R

obert E
. L
ee

）
将
軍
に
つ
い
て
は
一
九
七
五

年
に
、
南
部
連
合
の
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
（Jeff erson D
avis

）
大
統
領

に
つ
い
て
は
一
九
七
八
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
公
民
権
制
限
回
復
の
議

決
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
学
的
な
意
味
は
ほ
と

ん
ど
な
い
規
定
で
あ
る
。

4　

第
四
項

「
法
律
に
よ
り
授
権
さ
れ
た
合
衆
国
の
公
の
債
務
の
効
力

は
、
暴
動
ま
た
は
反
乱
の
鎮
圧
の
た
め
の
軍
務
に
対
す
る
恩

給
お
よ
び
賜
金
の
支
払
い
の
た
め
に
負
担
さ
れ
た
債
務
を
含

め
て
、
こ
れ
を
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
合
衆
国
お

よ
び
い
か
な
る
州
も
、
合
衆
国
に
対
す
る
暴
動
も
し
く
は
反

乱
を
援
助
す
る
た
め
に
負
担
さ
れ
た
債
務
も
し
く
は
義
務
に

つ
き
、
ま
た
は
奴
隷
の
喪
失
も
し
く
は
解
放
を
理
由
と
す
る

請
求
に
つ
き
、
こ
れ
を
引
き
受
け
ま
た
は
支
払
い
を
行
っ
て

一
二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
二
二
）

二
八
州
の
批
准
を
得
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
三
）　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
弾
劾

南
部
諸
州
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
期
待
を
掛
け
る
た
め
、
修
正
条

項
の
批
准
を
躊
躇
う
態
度
を
み
せ
た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
議
会
共
和

党
は
、
つ
い
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
弾
劾
に
踏
み
切
る
こ
と
に
し
た
（
4
）

。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
対
す
る
弾
劾
は
一
八
六
八
年
二
月
二
四
日
に
下
院

を
通
過
し
た
（
5
）

。
弾
劾
法
廷
は
同
年
三
月
五
日
に
上
院
で
組
織
さ
れ

た
。
チ
ェ
イ
ス
が
、
そ
の
弾
劾
法
廷
で
裁
判
長
を
務
め
た
（
6
）

。
上
院

で
の
弾
劾
決
議
採
決
で
は
賛
成
三
五
票
・
反
対
一
九
票
（
賛
成
率

六
四
・
八
％
）
で
、
弾
劾
さ
れ
る
に
は
票
が
一
票
足
り
な
か
っ
た

の
で
、
辛
う
じ
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
大
統
領
の
座
を
保
つ
こ
と
が
で

き
た
。
し
か
し
、
こ
の
一
連
の
騒
動
に
よ
り
議
会
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン

の
対
立
の
溝
は
決
定
的
な
も
の
に
な
り
、
政
権
の
レ
ー
ム
ダ
ッ
ク

化
は
免
れ
な
か
っ
た
。
一
八
六
九
年
三
月
四
日
に
任
期
満
了
に
伴

い
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
退
任
し
た
。

こ
こ
に
到
っ
て
、
南
部
諸
州
も
、
第
一
四
修
正
を
批
准
し
て
連

邦
議
会
に
復
帰
す
る
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
一
八
六
七
年
二
月
六
日
に
一
旦
拒

絶
し
て
い
た
が
、
一
八
六
八
年
七
月
九
日
に
批
准
し
た
。
そ
し
て
、

年
に
作
ら
れ
た
第
三
の
も
の
は
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
法

（K
u K
lux K

lan A
ct

）
と
通
称
さ
れ
る
も
の
で
、
過
激
な
白
人

が
黒
人
の
投
票
を
妨
害
す
る
行
為
を
取
り
締
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
行
為
を
連
邦
犯
罪
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
州
が
自
ら
解

放
奴
隷
を
守
ら
な
い
場
合
に
は
、
軍
が
介
入
す
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
た
。
な
お
、
一
八
六
六
年
公
民
権
法
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
合

憲
性
に
疑
問
が
持
た
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
八
七
〇
年
実
施
法
第

一
八
節
で
、
再
度
同
一
内
容
が
立
法
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
が
引
き
起

こ
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
稿
に
取
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

連
邦
議
会
は
、
こ
の
第
一
四
修
正
を
、
南
部
諸
州
に
連
邦
議
会

に
復
帰
す
る
た
め
の
踏
み
絵
と
し
て
突
き
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
南
部
諸
州
は
激
し
く
抵
抗
し
、
そ
の
批
准
は
第

一
三
修
正
に
比
べ
る
と
大
幅
に
難
航
し
た
。

南
部
が
期
待
を
掛
け
た
の
は
、
奴
隷
制
支
持
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ

ン
ソ
ン
大
統
領
が
政
局
を
支
配
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
屈
辱
的
な

修
正
案
を
受
諾
し
な
く
と
も
済
む
の
で
は
無
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
結
局
、
こ
の
修
正
条
項
は
、
次
に
述
べ
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン

の
弾
劾
騒
動
が
終
結
し
た
後
、
南
部
諸
州
が
批
准
す
る
よ
う
に

な
っ
た
結
果
、
一
八
六
八
年
七
月
九
日
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く

一
二
二



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
二
三
）

劾
騒
動
に
よ
り
抵
抗
の
意
欲
を
南
部
諸
州
が
失
っ
て
い
た
の
で
、

一
八
七
〇
年
二
月
三
日
と
一
年
に
満
た
な
い
期
間
で
発
効
し
た
。

二　

テ
キ
サ
ス
州
対
ホ
ワ
イ
ト
事
件

こ
のT

exas v. W
hite （7

）, 74 U
.S
. 700 

（1869

） 

と
い
う
事
件

は
、
一
八
六
七
年
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
、
一
八
六
九
年
に
判
決
が

下
さ
れ
た
も
の
で
、
決
し
て
時
系
列
的
な
意
味
で
チ
ェ
イ
ス･

コ
ー
ト
の
最
初
の
判
例
で
は
無
い
。
し
か
し
、
内
容
的
に
は
、
南

北
戦
争
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
な
の
で
、
最
初
に
紹
介
す
る
こ

と
と
し
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

こ
の
訴
え
が
注
目
を
集
め
た
の
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
当

時
議
会
に
お
け
る
共
和
党
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
、
南
部
の
再

建
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

リ
ン
カ
ー
ン
が
南
北
戦
争
を
行
っ
た
理
論
的
根
拠
で
あ
る
、
州

は
連
邦
か
ら
脱
退
す
る
自
由
を
持
た
な
い
と
い
う
主
張
か
ら
す
れ

ば
、
南
部
諸
州
は
脱
退
を
取
り
や
め
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
無

条
件
で
連
邦
議
会
に
復
帰
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大

統
領
は
リ
ン
カ
ー
ン
の
こ
の
立
場
を
継
承
し
、
一
八
六
五
年
夏
に

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
も
一
八
六
六
年
一
二
月
二
〇
日
に
一
旦
拒

絶
し
て
い
た
が
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
と
同
じ
一
八
六
八
年
七
月
九
日

に
批
准
し
た
。
こ
の
批
准
に
よ
り
、
同
修
正
条
項
は
こ
の
日
に
発

効
し
た
の
で
あ
る
。

（
四
）　

第
一
五
修
正

議
会
は
、
第
一
四
修
正
二
項
に
よ
り
、
間
接
的
に
強
制
す
る
こ

と
で
黒
人
に
選
挙
権
を
与
え
る
よ
う
に
南
部
諸
州
を
誘
導
し
た
つ

も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
程
度
の
強
制
で
は
、
現
実
問
題

と
し
て
、
黒
人
に
対
す
る
参
政
権
の
付
与
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
端
的
に
黒
人
に
投
票
権
を
与
え
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
憲
法
修
正
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
次
の
様
な

条
文
で
あ
る
。

「
第
一
項　

合
衆
国
ま
た
は
い
か
な
る
州
も
、
人
種
、
肌

の
色
、
ま
た
は
前
に
隷
属
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
合
衆
国
市
民
の
投
票
権
を
奪
い
、
ま
た
は
制
限
し
て
は

な
ら
な
い
。

第
二
項　

連
邦
議
会
は
、
適
切
な
立
法
に
よ
り
、
こ
の
修

正
条
項
を
実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
。」

一
八
六
九
年
二
月
二
六
日
に
提
案
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
弾

一
二
三
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シ
シ
ッ
ピ
州
、
ア
ラ
バ
マ
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
、
フ
ロ
リ
ダ

州
、
テ
キ
サ
ス
州
及
び
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
に
現
在
存
在
し
て

お
ら
ず
、
合
衆
国
に
忠
実
で
共
和
主
義
に
立
つ
州
政
府
を
合

法
的
に
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間
、
そ
こ
で
は
平

和
と
適
切
な
秩
序
が
強
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
上
院
と
下
院
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
る
議
会
は
、
上
記
反
乱
を
起
こ
し
た
州
は
、
以
下

に
規
定
す
る
軍
管
区
に
分
割
さ
れ
、
合
衆
国
軍
当
局
の
管
理

に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
第
一

軍
管
区
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
及
び
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ

州
は
第
二
軍
管
区
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
ア
ラ
バ
マ
州
及
び
フ

ロ
リ
ダ
州
は
第
三
軍
管
区
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
及
び
ア
ー
カ
ン

ソ
ー
州
は
第
四
軍
管
区
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
及
び
テ
キ
サ
ス
州

は
第
五
軍
管
区
を
そ
れ
ぞ
れ
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。」

こ
の
結
果
、
南
部
諸
州
は
連
邦
陸
軍
の
軍
事
統
治
の
下
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
各
軍
管
区
の
軍
事
指
揮
官
は
、
そ
の
管
内

の
各
州
の
知
事
を
任
命
し
た
。

2　

テ
キ
サ
ス
州
保
有
の
合
衆
国
債

テ
キ
サ
ス
州
は
、
一
八
五
〇
年
妥
協
の
一
環
と
し
て

一
、〇
〇
〇
万
ド
ル
の
合
衆
国
債
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
そ
の
多

南
部
諸
州
に
対
し
暫
定
的
な
知
事
を
任
命
し
た
上
で
、
戦
争
の
目

的
は
、
国
家
の
統
一
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
奴
隷
制
が
廃
止

さ
れ
た
以
上
、
南
部
再
建
は
既
に
完
了
し
た
、
と
宣
言
し
て
い
た
。

し
か
し
、
議
会
共
和
党
は
、
こ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
主
張
を
退
け
、

南
部
諸
州
が
選
出
し
た
議
員
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
翌
年
、
こ
の
訴
え
の
前
年
に
あ
た
る
、
一
八
六
六
年
に
北

部
だ
け
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
下
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
共

和
党
は
前
回
選
挙
に
比
べ
て
三
七
議
席
を
増
や
し
て
計
一
七
三
議

席
と
な
り
、
全
議
席
の
七
七
・
二
％
を
保
有
す
る
に
到
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
民
主
党
は
九
議
席
を
減
ら
し
て
四
七
議
席
と
な
り
、

議
席
は
二
一
・
〇
％
に
低
下
し
て
い
た
。

1　

南
部
再
建
法

こ
の
圧
倒
的
多
数
を
背
景
に
、
共
和
党
急
進
派
（R

adical 
R
epublicans

＝
こ
れ
は
彼
ら
自
身
が
そ
う
自
称
し
た
）
は
、

一
八
六
七
年
に
、
南
部
再
建
法
（R

econstruction A
cts

）
と
総

称
さ
れ
る
一
連
の
法
律
を
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
拒
否
権
を
覆
し
て
成

立
さ
せ
た
（
8
）

。
そ
の
最
初
の
法
律
は
、
次
の
様
に
書
き
出
し
て
い
る
。

「
合
法
的
州
政
府
な
い
し
人
命
や
財
産
に
対
す
る
適
切
な

保
護
が
、
反
乱
を
起
こ
し
た
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ

ラ
イ
ナ
州
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
ミ

一
二
四



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）
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五
）

有
す
る
証
券
会
社
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
。
こ
の
売
買
は
お
そ
ら

く
は
早
期
に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
取
引
証
明
書
は

一
八
六
五
年
一
月
一
二
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
発
行
さ
れ
た
。
債

券
は
、
そ
の
間
に
数
名
の
個
人
に
転
売
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
何
名

か
は
合
衆
国
政
府
か
ら
の
償
還
を
受
け
て
い
た
。

戦
争
の
終
結
と
共
に
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
は
暫
定
的
知
事
と

し
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
（A

ndrew
 J. H

am
ilton

）
を
任
命
し
、
新
し

い
州
憲
法
を
制
定
し
、
連
邦
に
忠
実
な
新
政
府
を
組
織
す
る
よ
う

に
命
じ
た
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
州
知
事
選
挙
を
実
施
す
る
よ
う
命
じ
、

そ
の
選
挙
の
結
果
、
新
知
事
と
し
て
ス
ロ
ッ
ク
モ
ー
ト
ン

（Jam
es W

. T
hrockm

orton

）
が
選
出
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、

南
部
再
建
法
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
軍
管
区
の
軍
事
指
揮
官
で
あ

る
シ
ェ
リ
ダ
ン
（P

hilip H
. S
heridan

）
将
軍
は
、
ピ
ー
ズ

（E
lisha M

. P
ease

）
を
州
知
事
に
任
命
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、

こ
の
時
期
に
、
テ
キ
サ
ス
州
に
は
同
時
に
三
人
の
州
知
事
が
い
る

と
い
う
異
常
事
態
が
発
生
し
た
。

合
衆
国
財
務
省
は
、
こ
の
債
券
を
め
ぐ
る
情
況
を
知
る
と
、
ホ

ワ
イ
ト
及
び
チ
ル
ズ
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
た
債
券
に
対
す
る
償
還

を
拒
否
し
た
。
ま
た
、
テ
キ
サ
ス
州
暫
定
政
府
は
、
合
衆
国
に
対

す
る
反
乱
資
金
と
す
る
た
め
に
債
券
は
違
法
に
売
却
さ
れ
た
と
決

く
は
徐
々
に
売
却
さ
れ
て
い
た
が
、
テ
キ
サ
ス
州
が
連
邦
か
ら
の

離
脱
を
宣
言
し
た
一
八
六
一
年
二
月
一
日
時
点
で
も
ま
だ
か
な
り

の
額
が
残
存
し
て
い
た
。
テ
キ
サ
ス
州
議
会
は
北
部
と
戦
う
た
め

の
戦
費
を
調
達
す
る
た
め
、
こ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
と
し
た
。
当

時
の
テ
キ
サ
ス
州
法
に
よ
れ
ば
、
売
却
す
る
す
べ
て
の
債
券
に
は
、

州
知
事
の
裏
書
き
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
連

邦
財
務
省
が
南
部
連
合
に
属
す
る
州
が
売
却
し
た
債
券
に
つ
い
て

は
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
、
売
却
価
格

が
大
幅
に
下
が
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
債
券

の
出
所
を
隠
す
目
的
で
、
テ
キ
サ
ス
州
議
会
は
知
事
の
裏
書
き
を

し
な
い
こ
と
に
し
た
。

テ
キ
サ
ス
州
内
の
連
邦
派
は
、
合
衆
国
債
の
売
却
前
に
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
に
「
大
衆
へ
の
警
告

（C
aution to the P

ublic

）」
と
題
す
る
告
示
を
掲
載
し
、
債
券

に
南
北
戦
争
開
始
前
の
テ
キ
サ
ス
州
知
事
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
（
9
）

の
裏
書

き
が
無
い
限
り
、
そ
れ
は
承
認
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
警
告

を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
警
告
に
よ
り
売
却
阻
止
を
狙
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
売
却
は
実
施
さ
れ
、
一
三
六
枚
の

債
券
（
一
枚
あ
た
り
の
額
面
金
額
は
一
、〇
〇
〇
ド
ル
）
が
ホ
ワ

イ
ト
（G

eorge W
. W
hite

）
と
チ
ル
ズ
（John C

hiles

）
の
所

一
二
五
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人
の
知
事
の
い
ず
れ
も
が
行
政
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
実
際
に

州
の
行
政
部
門
を
代
表
し
て
い
る
の
で
、
三
人
の
知
事
の
い
ず
れ

に
よ
っ
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
も
、
訴
え
は
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

そ
こ
で
問
題
の
判
断
に
入
る
。

最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
南
北
戦
争
の
法
的
性
格
で
あ
る
。

チ
ェ
イ
ス
は
、
連
邦
は
、
植
民
者
達
が
現
実
的
問
題
に
直
面
し
た

際
の
反
応
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
最
初
の
結
果
が
連
合
規
約
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
各
州
間
の
永
続
的
連
合
と
し
て
作
ら
れ
た
。
合

衆
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
永
続
的
関
係
を
強
化
し
、

完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

「
州
の
連
合
が
純
粋
に
人
工
的
で
任
意
の
関
係
だ
っ
た
こ

と
は
な
い
。
そ
れ
は
植
民
地
間
で
生
ま
れ
、
そ
し
て
共
通
の

起
源
を
持
ち
、
相
互
の
共
感
や
共
通
の
原
理
、
類
似
し
た
利

害
と
、
地
理
的
な
関
係
か
ら
成
長
し
た
。
そ
れ
は
戦
争
の
必

要
か
ら
確
認
さ
れ
、
強
化
さ
れ
、
連
合
規
約
に
よ
り
明
確
な

形
式
と
性
格
及
び
制
裁
権
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、

連
邦
は
厳
粛
に
『
永
久
的
な
も
の
』
と
宣
言
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
規
約
が
国
家
と
し
て
の
緊
喫
の
要
求
に
応
え
る
に

は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
に
、
合
衆
国
憲
法

は
『
よ
り
完
全
な
連
邦
を
形
成
す
る
た
め
に
』
定
め
ら
れ
た
。

定
し
た
。
上
記
三
名
の
知
事
は
、
こ
の
債
券
の
所
有
権
を
主
張
し
、

債
権
の
返
還
（
既
に
償
還
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
そ
の
償
還
金

額
の
返
還
）
を
求
め
て
、
合
衆
国
憲
法
三
条
二
節
（
10
）

に
基
づ
い
て
、

一
八
六
七
年
二
月
一
五
日
に
連
邦
最
高
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し

た
。共

和
党
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
上
記
南
部
再
建
法
に
よ
り
、

テ
キ
サ
ス
に
は
合
法
的
な
政
府
は
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら

訴
え
を
棄
却
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

民
主
党
は
、
そ
れ
に
対
し
て
テ
キ
サ
ス
に
合
法
政
府
が
存
在
し

て
い
る
と
判
決
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
上
記

再
建
法
が
違
憲
と
判
決
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
訴
訟
は
、
南
部
再
建
法
の
合
憲
性
が
問
題
に

な
る
と
い
う
き
わ
め
て
政
治
的
性
格
を
帯
び
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。（

二
）　

判
決
の
内
容

法
廷
意
見
は
一
八
六
九
年
四
月
一
二
日
に
連
邦
最
高
裁
判
所
長

官
チ
ェ
イ
ス
自
身
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
。
彼
は
、
ま
ず
、
州
が

訴
え
を
提
起
す
る
適
格
を
備
え
て
い
な
い
と
い
う
主
張
に
対
し
て

大
変
な
行
数
を
つ
ぎ
込
ん
で
論
じ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
、
三

一
二
六
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な
理
由
か
ら
、
テ
キ
サ
ス
は
一
度
た
り
と
も
連
邦
の
外
に
出
た
こ

と
は
無
く
、
し
た
が
っ
て
脱
退
を
宣
言
し
た
り
、
脱
退
を
実
現
す

る
た
め
に
行
わ
れ
た
行
為
は
す
べ
て
存
在
せ
ず
、
無
効
と
し
た
。

テ
キ
サ
ス
人
が
合
衆
国
市
民
と
し
て
有
す
る
権
利
が
損
な
わ
れ
て

い
な
い
の
と
同
様
に
、
州
と
し
て
の
権
利
は
損
な
わ
れ
て
は
い
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
の
下
に
お
け
る
活
動
と
し

て
は
、
脱
退
条
例
の
制
定
議
会
に
お
け
る
採
択
も
、
テ
キ
サ

ス
州
の
市
民
の
大
多
数
に
よ
る
批
准
も
、
そ
し
て
そ
の
実
行

を
意
図
と
し
て
テ
キ
サ
ス
州
議
会
が
行
っ
た
す
べ
て
の
活
動

も
、
絶
対
に
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
完
全
に
法
的
手

続
き
で
は
無
か
っ
た
。
連
邦
の
構
成
員
と
し
て
の
州
の
義
務

は
、
そ
し
て
米
国
市
民
と
し
て
の
市
民
の
義
務
は
、
完
全
か

つ
不
可
侵
に
存
在
し
て
い
た
。
州
が
州
で
無
く
な
る
こ
と
は

無
く
、
市
民
が
合
衆
国
市
民
で
無
く
な
っ
た
こ
と
も
無
い
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
州
は
外
国
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

市
民
は
外
国
人
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
争
は
反
乱
の
抑

制
の
た
め
の
戦
争
で
は
な
く
、
征
服
の
た
め
の
戦
争
と
な
っ

て
し
ま
う
。」

し
か
し
、
南
北
戦
争
前
に
存
在
し
た
合
衆
国
と
テ
キ
サ
ス
政
府

こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
よ
り
永
続
的
な
団

結
の
理
想
を
伝
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
米
国
の
起
源
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
チ
ェ
イ
ス

は
つ
い
で
テ
キ
サ
ス
の
連
邦
に
対
す
る
関
係
を
論
じ
る
。
チ
ェ
イ

ス
は
、
テ
キ
サ
ス
が
単
に
他
の
州
と
の
契
約
に
よ
っ
て
連
邦
に
加

入
し
た
、
と
い
う
説
（
こ
れ
が
南
部
諸
州
が
連
邦
か
ら
脱
退
し
た

理
論
的
根
拠
）
を
否
定
す
る
。

「
テ
キ
サ
ス
が
合
衆
国
の
一
部
に
な
っ
た
時
、
同
州
は
永

続
的
な
関
係
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
永
続
的
連
邦
と
し
て
の

す
べ
て
の
義
務
、
そ
し
て
連
邦
の
一
員
と
し
て
の
共
和
政
体

の
保
障
は
、
直
ち
に
テ
キ
サ
ス
に
与
え
ら
れ
た
。
テ
キ
サ
ス

を
連
邦
に
加
入
さ
せ
る
法
律
は
、
契
約
以
上
の
何
か
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
最
終
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
キ
サ

ス
と
他
州
の
連
合
は
、
建
国
一
三
州
間
の
連
合
と
同
様
に
、

完
全
で
、
永
続
的
で
、
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を

見
直
し
、
ま
た
は
失
効
さ
せ
る
方
法
は
、
革
命
に
よ
る
か
、

あ
る
い
は
諸
州
の
同
意
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
あ
り
え
な

い
。」

リ
ン
カ
ー
ン
の
下
で
閣
僚
を
務
め
た
チ
ェ
イ
ス
ら
し
く
、
こ
こ

で
は
リ
ン
カ
ー
ン
の
理
念
を
見
事
に
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

一
二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
二
八
）

「
本
件
で
は
、
州
政
府
の
行
為
の
有
効
・
無
効
を
一
律
に

決
定
で
き
る
厳
密
に
正
確
な
定
義
を
下
す
必
要
は
な
い
。
お

そ
ら
く
は
、
そ
の
行
為
が
平
和
と
市
民
間
に
お
け
る
良
好
な

秩
序
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
程
度
の
正
確
さ
で
あ
れ
ば
良

い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
結
婚
や
地
域
関
係
に
対

し
て
制
裁
と
保
護
を
与
え
、
相
続
過
程
を
管
理
し
、
動
産
及

び
不
動
産
に
関
す
る
権
利
取
得
や
譲
渡
を
規
制
し
、
人
や
財

産
へ
の
損
傷
に
対
し
て
救
済
す
る
等
の
行
為
は
、
合
法
的
な

政
府
が
行
う
場
合
に
は
一
般
に
有
効
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
、
事
実
上
違
法
で
、
合
衆
国
に
対
す
る
反
乱

を
促
進
し
、
助
長
す
る
た
め
の
行
為
、
ま
た
は
市
民
の
正
当

な
権
利
を
ま
さ
に
侵
害
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
行
為
、
そ
の

他
同
様
の
性
格
を
有
す
る
も
の
は
、
違
法
で
無
効
と
み
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
う
し
て
訴
訟
は
、
反
対
意
見
が
一
名
あ
っ
た
も
の
の
、
七
対

一
で
テ
キ
サ
ス
暫
定
政
府
側
の
勝
利
と
な
り
、
法
廷
は
債
券
の
返

還
等
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

三　

ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
対
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
事
件

H
epburn v. G

risw
old, 75 U

.S
. 603 

（1870

）
は
、
チ
ェ
イ

間
の
関
係
か
ら
、
第
一
に
合
衆
国
は
反
乱
を
鎮
圧
し
、
第
二
に
テ

キ
サ
ス
州
と
連
邦
政
府
の
間
の
適
切
な
関
係
を
再
確
立
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。

「
第
一
の
行
動
の
た
め
の
権
限
は
、
暴
動
を
抑
制
し
、
戦

争
を
続
け
て
い
く
権
力
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
第
二
の
行
動
の

た
め
の
権
限
は
、
連
邦
内
の
す
べ
て
の
州
に
共
和
政
体
の
政

府
を
保
障
す
る
と
い
う
合
衆
国
の
義
務
か
ら
派
生
す
る
。
後

者
は
、
確
か
に
、
州
政
府
が
関
与
し
、
国
家
政
府
を
そ
の
限

界
を
超
え
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
種
の
反
乱
の
場
合
に
は
、

前
者
を
補
う
も
の
と
し
て
必
要
で
あ
ろ
う
。」

こ
こ
で
チ
ェ
イ
ス
が
言
っ
て
い
る
共
和
政
体
を
保
障
す
る
義
務

と
い
う
の
は
、
合
衆
国
憲
法
四
条
四
節
一
文
の
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「

合
衆
国
は
、
こ
の
連
邦
内
の
す
べ
て
の
州
に
対
し
共
和

政
体
を
保
障
し
、
侵
略
に
対
し
各
州
を
防
衛
す
る
。」

こ
の
共
和
政
体
保
障
条
項
を
根
拠
と
し
て
、
チ
ェ
イ
ス
は
、
南

部
を
軍
事
占
領
に
よ
っ
て
再
建
す
る
と
い
う
法
律
の
合
憲
性
を
承

認
し
た
。

そ
こ
で
、
今
度
は
、
訴
訟
の
本
体
で
あ
る
、
債
券
の
所
有
権
を

有
す
る
の
は
誰
か
、
と
い
う
問
題
に
移
っ
た
。

一
二
八



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
二
九
）

衆
国
の
貨
幣
単
位
は
一
ド
ル
で
あ
り
、
ド
ル
は
一
〇
進
法
に
基
づ

い
て
分
割
さ
れ
る
と
い
う
決
議
が
行
わ
れ
た
。
翌
一
七
八
六
年
に

は
、
一
ド
ル
の
一
〇
〇
分
の
一
が
セ
ン
ト
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

一
七
八
七
年
に
合
衆
国
憲
法
が
成
立
し
、
合
衆
国
が
正
式
に
誕

生
す
る
と
、
連
邦
議
会
は
一
七
九
二
年
硬
貨
法
（C

oinage A
ct 

of 1792

）
を
制
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
合
衆
国
は
正
式
に
一
〇

進
法
の
貨
幣
制
度
を
採
用
し
た
。
同
法
の
成
立
に
伴
い
、

一
七
九
二
年
四
月
二
日
に
国
務
省
の
内
部
組
織
と
し
て
、
造
幣
局

（U
nited S

tates M
int

）
が
誕
生
し
た
。
合
衆
国
の
も
っ
と
も
最

初
期
の
政
府
機
関
で
あ
る
。
造
幣
局
の
本
部
で
あ
る
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
造
幣
局
の
建
物
は
、
合
衆
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
最
初
に

建
設
さ
れ
た
連
邦
の
建
物
で
も
あ
っ
た
。
造
幣
局
は
一
七
九
九
年

に
い
っ
た
ん
独
立
機
関
と
な
り
、
そ
の
後
一
八
七
三
年
硬
貨
法
に

よ
り
財
務
省
の
下
部
組
織
と
な
っ
た
。

問
題
は
、
上
記
憲
法
条
項
が
、「
貨
幣
を
鋳
造
す
る
（coin 

m
oney

）」
と
述
べ
て
い
る
点
に
あ
る
。
鋳
造
す
る
と
い
う
言
葉

が
該
当
す
る
の
は
硬
貨
で
あ
っ
て
、
紙
幣
で
は
無
い
。
そ
こ
で
、

国
が
紙
幣
を
発
行
す
る
の
は
憲
法
違
反
で
は
無
い
か
と
い
う
疑
問

が
生
じ
る
。

合
衆
国
憲
法
一
条
一
〇
節
一
項
の
規
定
も
、
こ
の
疑
問
を
裏
付

ス
の
司
法
官
と
し
て
の
良
心
を
示
し
て
い
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の

事
件
で
、
チ
ェ
イ
ス
は
何
と
自
ら
の
過
去
の
行
政
・
立
法
活
動
を

違
憲
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
意
味
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、
米
国
に
お
け
る

通
貨
の
歴
史
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
初
に
そ
の

概
略
を
説
明
す
る
。

（
一
）　

合
衆
国
通
貨
に
関
す
る
憲
法
規
定

合
衆
国
憲
法
一
条
八
節
五
項
に
、
連
邦
議
会
の
権
限
と
し
て
、

次
の
規
定
が
あ
る
。

「
貨
幣
を
鋳
造
し
、
そ
の
価
格
お
よ
び
外
国
貨
幣
の
価
格

を
規
制
す
る
権
限
、
な
ら
び
に
度
量
衝
の
基
準
を
定
め
る
権

限
。」

合
衆
国
の
建
国
当
時
は
、
八
進
法
の
ス
ペ
イ
ン
銀
貨
（
11
）

が
標
準
的

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
に
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ン
ド
紙
幣
、
シ

リ
ン
グ
銀
貨
、
ペ
ニ
ー
銅
貨
（
12
）

が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

一
七
八
四
年
、
大
陸
会
議
の
最
高
財
務
責
任
者
で
あ
っ
た
モ
リ

ス
（R

obert M
orris

）
は
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
や
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
と
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
相
談
し
た
結
果
一
〇
進
法
の

貨
幣
制
度
導
入
が
提
起
さ
れ
、
翌
一
七
八
五
年
の
会
議
に
よ
り
合

一
二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
三
〇
）

一
七
七
五
年
に
独
立
戦
争
が
開
始
さ
れ
た
以
降
、
戦
費
を
賄
う
た

め
に
連
合
議
会
が
発
行
し
た
「
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
（C

ontinental 
currency

）」
と
呼
ば
れ
た
紙
幣
が
そ
れ
で
あ
る
。
発
行
総
額
は

最
終
的
に
は
二
億
四
、一
五
五
万
二
、七
八
〇
ド
ル
に
達
し
た
。
こ

の
通
貨
は
戦
争
中
、
価
値
の
下
落
が
激
し
く
、
最
終
的
に
は
通
貨

と
し
て
は
流
通
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
反
省
が
法
定
通

貨
を
硬
貨
に
限
定
す
る
硬
貨
条
項
を
合
衆
国
憲
法
に
作
ら
せ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
第
一
合
衆
国
銀
行
の
主
要
な
任

務
の
一
つ
は
、
こ
の
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

二
つ
の
傍
線
部
の
中
間
に
あ
る
傍
線
部
②
「
信
用
証
券
の
発
行

（em
it bills of credit

）」
と
い
う
言
葉
も
注
目
に
値
す
る
。
信

用
証
券
と
は
、
政
府
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
貨
幣
と
し
て
流
通
す

る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
銀
行
券
類
似
の
書
類
を
い
う
。
北
米

の
英
国
植
民
地
で
は
、
金
融
危
機
に
対
処
す
る
た
め
に
信
用
証
券

を
発
行
し
、
繰
り
返
し
イ
ン
フ
レ
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

憲
法
の
起
草
者
は
、
そ
の
事
に
鑑
み
、
紙
幣
の
発
行
を
制
限
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
同
様
の
機
能
を
持
つ
信
用
証
券
の
発
行
も
、
明

示
的
に
禁
止
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
建
国
前
の
信
用
証
券

は
、
民
間
債
務
の
た
め
に
法
定
通
貨
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

け
る
。
同
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
州
は
、
条
約
を
締
結
し
、
同
盟
も
し
く
は
連
合
を
形
成

し
、
船
舶
捕
獲
免
許
状
を
付
与
し
、
①

貨
幣
を
鋳
造
し
、

②

信
用
証
券
を
発
行
し
、
③

金
貨
お
よ
び
銀
貨
以
外
の
も
の

を
債
務
弁
済
の
法
定
手
段
と
し
、
私
権
剥
奪
法
、
事
後
法
も

し
く
は
契
約
上
の
債
権
債
務
関
係
を
害
す
る
法
律
を
制
定
し
、

ま
た
は
貴
族
の
称
号
を
授
与
し
て
は
な
ら
な
い
。」

こ
の
傍
線
部
①
は
一
条
八
節
五
項
と
同
一
の
「
貨
幣
の
鋳
造

（coin m
oney

）」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
下
線
部
③
で

は
州
が
「
金
貨
及
び
銀
貨
以
外
の
も
の
を
債
務
弁
済
の
法
定
手
段

と
す
る
（m

ake anything but gold and silver coin a tender 
in paym

ent of debts

）」
こ
と
を
禁
じ
る
と
表
現
し
て
い
て
、

や
は
り
硬
貨
だ
け
を
政
府
は
使
用
で
き
る
よ
う
に
読
め
る
。
同
項

は
直
接
に
は
州
を
名
宛
て
人
に
し
て
い
る
が
、
同
時
に
連
邦
の
権

限
も
制
約
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
と
州

を
共
に
拘
束
す
る
規
定
を
、
同
時
権
限
（C

oncurrent pow
ers

）

と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
合
衆
国
憲
法
が
、
紙
幣
を
敵
視
し
た
の
に
は
理

由
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
合
規
約
下
の
議
会
が
非
兌
換
紙
幣

を
発
行
し
、
大
き
な
問
題
を
起
こ
し
た
前
例
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

一
三
〇



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
三
一
）

認
可
銀
行
（state chartered bank

）
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
銀
行
は
、
政
府
の
発
行
し
た
硬
貨
を
準
備
し
た
上
で
、
そ
れ

を
引
き
当
て
に
、
自
ら
の
銀
行
名
で
紙
幣
を
発
行
し
た
。
つ
ま
り

兌
換
券
で
あ
る
。
兌
換
券
で
あ
る
が
故
に
、
債
務
の
支
払
い
の
た

め
に
州
認
可
銀
行
が
発
行
し
た
紙
幣
を
使
う
こ
と
は
、
合
衆
国
憲

法
一
条
一
〇
節
一
項
の
「
法
定
通
貨
（legal tender

）」
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
南
北
戦
争
ま
で
の
間
、
紙
幣
は
一
貫
し
て
民
間
銀

行
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
た
。

南
北
戦
争
が
始
ま
り
、
戦
費
が
不
足
し
た
こ
と
か
ら
、

一
八
六
一
年
七
月
及
び
八
月
、
そ
し
て
一
八
六
二
年
二
月
に
、
合

計
六
、〇
〇
〇
万
ド
ル
の
合
衆
国
紙
幣
が
発
行
さ
れ
、
要
求
が
あ

れ
ば
そ
れ
で
支
払
う
こ
と
を
認
め
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
（
14
）

。
つ
い

で
、
一
八
六
二
年
二
月
二
五
日
、
米
国
議
会
は
「
法
定
通
貨
法

（L
egal T

ender A
ct

）」
を
成
立
さ
せ
た
（
15
）

。
同
法
は
合
衆
国
政
府

に
一
億
五
、〇
〇
〇
万
ド
ル
を
限
度
と
し
て
、
非
兌
換
紙
幣
の
発

行
を
認
め
、
硬
貨
に
換
え
て
こ
の
紙
幣
を
合
衆
国
内
に
お
け
る
債

務
の
支
払
い
に
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
だ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
先
に
言
及
し
た
植
民
地
時
代
の
信
用
証
券
と
違
い
、
民
間

に
お
け
る
債
務
の
支
払
い
に
も
、
こ
の
合
衆
国
紙
幣
を
使
用
で
き

が
、
政
府
に
対
す
る
税
金
等
の
債
務
の
支
払
い
に
は
使
用
で
き
た
。

こ
う
し
た
憲
法
状
況
が
あ
っ
た
た
め
、
米
国
で
は
、
建
国
当
初

か
ら
、
紙
幣
は
、
政
府
で
は
無
く
、
民
間
銀
行
が
発
行
し
て
い
た
。

第
一
及
び
第
二
合
衆
国
銀
行
も
マ
カ
ラ
ッ
ク
事
件
に
明
ら
か
な
と

お
り
紙
幣
の
発
行
を
行
っ
て
い
た
が
、
合
衆
国
銀
行
の
法
形
式
は
、

連
邦
政
府
が
認
可
し
た
民
間
銀
行
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
銀
行
の
設
置
は
、
国
で
は
な
く
、
州
が
認
可
す
べ
き

だ
と
い
う
意
見
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
二
つ
の
中
央
銀
行
に
対

す
る
反
対
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

で
は
、
州
の
銀
行
に
対
す
る
認
可
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
州
の
認
可
は
、
最
初
は
個
々
の
申
請
に
対
し
て
、
特
別

法
で
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
八
三
八
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

自
由
銀
行
法
を
皮
切
り
に
、
一
般
法
の
下
で
認
可
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
誰
で
も
一
定
の
条
件
を
満
た
せ

ば
銀
行
を
開
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

一
八
三
〇
年
代
中
葉
に
五
〇
〇
行
で
あ
っ
た
州
法
銀
行
は
、

一
八
四
〇
年
に
は
九
〇
〇
行
に
、
一
八
六
〇
年
に
は

一
、五
〇
〇
行
と
増
加
し
た
の
で
あ
る
（
13
）

。」

こ
の
引
用
で
、
州
法
銀
行
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
正
確
に
は
州

一
三
一
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二
〇
一
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年
六
月
）

（
一
三
二
）

幣
に
つ
い
て
は
法
定
通
貨
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
連
邦
財
務
省
に
お
い
て
硬
貨
と
の
兌
換
に
応
じ
た

か
ら
、
実
際
に
は
法
定
通
貨
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
南
北

戦
争
後
の
南
部
再
建
を
支
え
る
資
金
と
な
っ
た
。

（
二
）　

国
立
銀
行
法

南
北
戦
争
中
の
一
八
六
三
年
二
月
、
連
邦
議
会
は
一
八
六
三
年

国
立
銀
行
法
（
17
）

を
制
定
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
、
国
家
通
貨
法

（N
ational C

urrency A
ct

）
の
通
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

法
律
は
、
州
認
可
銀
行
に
よ
っ
て
紙
幣
が
乱
発
さ
れ
て
経
済
が
混

乱
し
て
い
る
情
況
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
、
国
全
体
に
通
用
す

る
単
一
の
通
貨
を
作
り
出
す
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
た
。

こ
の
法
律
は
中
央
銀
行
を
設
立
し
、
そ
の
価
値
は
合
衆
国
財
務
省

が
支
え
、
紙
幣
は
合
衆
国
自
身
が
印
刷
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
銀

行
が
発
行
可
能
な
紙
幣
量
は
、
銀
行
が
準
備
し
て
い
る
硬
貨
量
に

依
っ
て
定
ま
り
、
そ
れ
は
財
務
省
に
設
置
さ
れ
る
通
貨
監
督
官

（C
om
ptroller of the C

urrency

）
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
通
貨
の
統
制
手
段
と
し
て
、
同
法

は
、
州
や
地
方
銀
行
の
発
行
す
る
紙
幣
に
課
税
す
る
こ
と
を
予
定

し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
連
邦
通
貨
以
外
の
も
の
は
流
通
し
な
い

る
と
し
た
点
に
同

法
の
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
合
衆
国
紙
幣

は
、
裏
が
緑
色

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク

（greenback

）
と

呼
ば
れ
た
。
こ
の

グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク

の
発
行
を
担
当
し

た
の
は
財
務
省
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の

法
律
を
制
定
さ
せ
る
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
は
、
当
時
財

務
長
官
を
務
め
て
い
た
チ
ェ
イ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
グ

リ
ー
ン
バ
ッ
ク
の
表
面
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
肖
像
は
、
責
任
者
で

あ
る
チ
ェ
イ
ス
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
裏
面
の
中
央
上
部
に
明
確
に

「L
E
G
A
L
 T
E
N
D
E
R

」
の
文
字
が
あ
る
。
な
お
、
南
部
連
合
の

方
は
、
戦
争
開
始
以
来
、
非
兌
換
紙
幣
の
発
行
を
行
っ
て
い
た
。

翌
一
八
六
三
年
三
月
に
も
、
政
府
に
五
億
ド
ル
の
紙
幣
の
発
行

を
認
め
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
（
16
）

が
、
こ
の
法
律
で
発
行
さ
れ
る
紙

一
三
二



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
三
三
）

州
認
可
銀
行
の
紙
幣
は
事
実
上
流
通
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ

た
（
21
）

。（
三
）　

事
件
の
背
景

一
八
六
〇
年
六
月
二
〇
日
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
夫
人
（
判
決
文
に
は

a certain M
rs. H

epburn 

と
あ
り
、
名
は
明
ら
か
で
は
無
い
）

は
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
（H

enry G
risw
old

）
に
対
し
、
一
八
六
二

年
二
月
二
〇
日
に
一
一
、二
五
〇
ド
ル
を
支
払
う
旨
の
約
束
手
形

を
振
り
出
し
た
。

し
か
し
、
手
形
の
期
日
が
到
来
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
債
務

の
支
払
い
に
正
式
に
使
用
で
き
る
法
定
通
貨
を
所
持
し
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
支
払
い
が
で
き
な
か
っ
た
。 

手
形
期
日
の
五
日
後
に
、
議
会
が
前
述
の
法
定
通
貨
法
を
制
定

し
た
。
同
法
は
、
同
法
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
る
紙
幣
は
、
合
衆
国

の
課
す
る
租
税
等
支
払
い
に
使
用
で
き
る
だ
け
で
無
く
、
民
間
に

お
け
る
債
務
の
支
払
い
に
も
使
用
で
き
る
法
定
通
貨
で
あ
る
と
定

め
て
い
た
。

そ
こ
で
、
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
夫
人
は
、
満
期
後
の
利
息
も
上
乗
せ

し
た
一
二
、七
二
〇
ド
ル
を
、
こ
の
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
紙
幣
で
支

払
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
は
そ
の
受
領
を
拒

よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

同
法
に
基
づ
き
、
国
立
銀
行
協
会
（national banking 

associations
）
に
よ
り
三
億
ド
ル
の
紙
幣
が
発
行
さ
れ
た
。
こ

の
紙
幣
も
合
衆
国
紙
幣
と
同
様
の
効
力
を
持
つ
と
さ
れ
、
上
述
の

よ
う
に
そ
の
信
用
確
保
手
段
が
講
じ
ら
れ
た
が
、
法
定
通
貨
と
は

宣
言
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
一
年
後
に
一
八
六
四
年
国
立
銀
行
法
（
18
）

が
制

定
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
法
律
に
よ
れ
ば
、

連
邦
に
よ
る
紙
幣
の
印
刷
は
行
わ
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
新
法

は
、
連
邦
政
府
の
認
可
銀
行
（
こ
れ
を
国
立
銀
行national 

bank

と
呼
ぶ
）
制
度
を
設
立
し
た
。
州
認
可
銀
行
の
認
可
条
件

が
正
貨
の
準
備
額
が
一
万
ド
ル
以
上
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
国
立

銀
行
は
五
万
ド
ル
な
い
し
二
〇
万
ド
ル
を
要
求
し
た
の
で
、
銀
行

の
健
全
性
は
は
る
か
に
向
上
し
た
。
新
法
下
に
、
一
、五
〇
〇
以

上
の
州
認
可
銀
行
が
国
立
銀
行
に
転
換
し
た
。

一
八
六
六
年
七
月
に
、
同
法
は
ま
た
改
正
さ
れ
た
。
新
法
で
は
、

州
認
可
銀
行
の
発
行
す
る
紙
幣
に
は
一
〇
％
の
税
金
が
一
八
六
六

年
八
月
以
降
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
19
）

。
か
つ
て
第
二
合
衆
国

銀
行
を
つ
ぶ
す
た
め
に
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
が
採
用
し
た
の
と
同
じ

手
段
を
、
今
度
は
連
邦
が
採
用
し
た
の
で
あ
る
（
20
）

。
こ
れ
に
よ
り
、

一
三
三
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（
二
〇
一
三
年
六
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）

（
一
三
四
）

価
格
を
下
回
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
律
で
紙
幣
を
法
定
通
貨

と
定
め
た
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
法
則
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
こ
と
は
合
衆
国
に
お
け
る
紙
幣
の
歴
史
が
端
的
に
示
し

て
い
る
。

グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
紙
幣
の
場
合
、
一
八
六
二
年
三
月
に
発
行
が

開
始
さ
れ
た
が
、
一
八
六
四
年
七
月
に
は
紙
幣
二
ド
ル
八
五
セ
ン

ト
が
金
貨
一
ド
ル
と
さ
れ
る
ま
で
に
下
が
っ
た
が
、
そ
の
後
持
ち

直
し
て
判
決
時
点
で
は
紙
幣
一
ド
ル
二
〇
セ
ン
ト
が
金
貨
一
ド
ル

と
交
換
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
交
換
価
値

が
最
低
の
時
点
で
は
、
一
、〇
〇
〇
ド
ル
の
硬
貨
を
受
領
す
る
権

利
を
有
す
る
者
は
、
紙
幣
だ
と
二
、八
五
〇
ド
ル
を
支
払
わ
れ
な

い
限
り
、
損
失
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
同
法
施
行
前
の
私
人
間
の
契
約
に
ま

で
遡
っ
て
、
同
法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
合
憲
性
に

問
題
が
あ
る
。
以
下
、
チ
ェ
イ
ス
は
過
去
の
同
種
事
件
の
最
高
裁

判
所
判
例
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

他
方
、
チ
ェ
イ
ス
は
合
衆
国
憲
法
六
条
二
節
の
「
こ
の
憲
法
、

お
よ
び
こ
れ
に
準
拠
し
て
制
定
さ
れ
る
合
衆
国
の
法
律
、
な
ら
び

に
合
衆
国
の
権
限
に
も
と
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
、
ま
た
は
将
来
締

結
さ
れ
る
す
べ
て
の
条
約
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
る
。」
と
い

絶
し
た
。
そ
こ
で
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
夫
人
は
ル
イ
ビ
ル
衡
平
法
裁
判

所
（L

ouisville C
hancery C

ourt

）
に
訴
え
た
。
裁
判
所
は
、

疑
わ
し
き
場
合
は
議
会
の
判
断
に
賛
成
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て

支
払
い
を
有
効
と
宣
言
し
た
。

そ
こ
で
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
高
等
裁
判
所
に

控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
原
審
判
決
を
覆
し
、
再
審
理
を
命

じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
夫
人
は
連
邦
最
高
裁
判
所

に
上
告
し
た
。

（
四
）　

判
決
の
内
容

こ
の
事
件
で
も
、
チ
ェ
イ
ス
は
自
ら
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

彼
は
ま
ず
通
貨
と
は
硬
貨
（C
oin

）
の
こ
と
だ
と
言
う
。
す

な
わ
ち
、
一
八
六
二
年
の
法
定
通
貨
法
制
定
前
に
お
け
る
私
人
間

の
金
銭
の
支
払
い
を
対
象
と
す
る
契
約
で
は
、
特
に
同
意
が
な
い

限
り
、
硬
貨
に
よ
る
支
払
い
を
予
定
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
紙
幣
や
約
束
手
形
は
、
所
有
者
が
望
め
ば
硬

貨
に
直
ち
に
兌
換
で
き
る
も
の
で
無
い
限
り
、
何
か
異
常
な
条
件

下
で
な
い
限
り
流
通
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て

い
る
法
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
法
則
は
、

紙
幣
は
大
量
に
発
行
さ
れ
る
に
連
れ
て
、
そ
の
交
換
価
値
は
額
面

一
三
四



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
三
五
）

ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
に
お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
判
決

を
参
照
し
た
上
で
、
次
の
様
に
結
論
を
下
す
。

「
憲
法
中
に
お
い
て
明
示
的
に
授
与
さ
れ
て
い
る
『
必
要

か
つ
適
切
な
す
べ
て
の
法
律
を
制
定
す
る
権
限
』
と
い
う
言

葉
は
、
絶
対
的
に
必
要
で
は
無
い
が
、
実
際
に
適
切
で
あ
り
、

明
白
に
合
憲
か
つ
正
当
な
部
門
に
適
用
さ
れ
、
そ
れ
は
禁
止

さ
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
憲
法
の
文
言
と
精
神
に
合
致
し
て

い
る
と
い
う
法
的
文
言
と
等
価
で
あ
る
。
法
律
は
実
際
に
政

府
に
信
託
さ
れ
た
対
象
に
効
果
を
与
え
る
よ
う
に
計
算
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
紙
幣
の
場
合
、
そ
の
発
行
に
は
戦
争
遂
行
の

必
要
性
が
存
在
し
て
い
た
。
合
衆
国
紙
幣
を
合
憲
と
す
る
説
は
、

そ
こ
に
憲
法
上
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
チ
ェ
イ
ス
は

そ
の
点
に
疑
問
を
表
明
す
る
。

「
適
切
で
、
明
白
に
妥
当
で
あ
り
、
憲
法
の
精
神
と
矛
盾

せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
文
言
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
手

段
の
中
か
ら
、
議
会
は
無
制
限
の
選
択
を
行
う
。
し
か
し
、

い
か
な
る
権
力
も
、
そ
の
よ
う
な
法
が
憲
法
の
記
述
か
ら
導

け
な
い
限
り
、
立
法
権
か
ら
黙
示
的
に
導
く
こ
と
で
、
そ
れ

を
実
施
す
る
手
段
と
し
て
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

う
点
を
引
用
し
て
、
連
邦
議
会
の
制
定
す
る
法
律
は
国
の
最
高
法

規
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
憲
法
「
に
準
拠
し
て
制
定
さ

れ
る
」
場
合
に
限
る
の
だ
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
次
の
様
に
宣
言

す
る
。「

事
件
が
司
法
的
判
断
を
求
め
て
提
起
さ
れ
、
判
決
が
憲

法
と
立
法
の
規
定
に
あ
る
矛
盾
の
疑
惑
に
依
存
す
る
場
合
、

そ
の
法
律
と
憲
法
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
最
高
裁
判
所
の
明

白
な
義
務
で
あ
り
、
公
平
な
解
釈
の
結
果
、
前
者
と
後
者
が

調
和
で
き
な
い
場
合
に
は
、
立
法
よ
り
も
憲
法
に
有
効
性
を

与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。」

こ
の
事
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
私
権
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

チ
ェ
イ
ス
は
合
衆
国
憲
法
の
二
つ
の
規
定
の
解
釈
が
問
題
に
な
る

と
い
う
。
第
一
は
合
衆
国
憲
法
一
条
八
節
一
八
項
が
定
め
る
連
邦

議
会
の
「
必
要
か
つ
適
切
な
す
べ
て
の
法
律
を
制
定
す
る
権
限
」

の
解
釈
で
あ
る
（
22
）

。
第
二
は
、
第
一
〇
修
正
の
定
め
る
「
こ
の
憲
法

が
合
衆
国
に
委
任
し
て
い
な
い
権
限
ま
た
は
州
に
対
し
て
禁
止
し

て
い
な
い
権
限
は
、
各
々
の
州
ま
た
は
国
民
に
留
保
さ
れ
る
。」

の
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
か
ら
す
れ
ば
、
議
会
は
黙
示
的

権
限
を
含
む
広
範
な
立
法
権
を
有
す
る
し
、
後
者
か
ら
す
れ
ば
議

会
の
権
限
は
限
定
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
チ
ェ
イ
ス
は
、
マ
カ

一
三
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日
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法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
三
六
）

（
五
）　

そ
の
影
響

こ
の
判
決
以
降
、
米
国
は
一
貫
し
て
兌
換
紙
幣
制
度
を
と
り
続

け
る
。
そ
れ
が
終
わ
り
を
告
げ
た
の
は
、
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

の
時
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
（
当
時
）
は
、

一
九
七
一
年
八
月
一
五
日
に
合
衆
国
政
府
が
、
そ
れ
ま
で
の
固
定

比
率
に
よ
る
ド
ル
紙
幣
と
金
の
兌
換
を
停
止
す
る
と
発
表
し
た
。

こ
れ
は
、
ド
ル
と
金
の
固
定
に
依
存
し
て
い
た
当
時
の
世
界
経
済

の
枠
組
み
（
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
と
い
う
）
を
終
わ
ら
せ
る
と

い
う
劇
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
判
決
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
は
違

憲
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
連
邦
議
会
議
員
の
中
に
も
そ
の
よ
う
に

主
張
す
る
者
が
い
る
が
、
現
在
ま
で
の
処
、
憲
法
訴
訟
は
提
起
さ

れ
て
い
な
い
。四　

ミ
リ
ガ
ン
決
定
（E

x parte M
illigan

）

チ
ェ
イ
ス
は
、
決
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
や
ト
ー
ニ
ー
の
よ
う
な
指

導
力
の
あ
る
長
官
で
は
無
か
っ
た
の
で
、
彼
が
少
数
意
見
に
留

ま
っ
た
事
件
も
数
多
い
。
以
下
、
そ
の
様
な
判
例
を
紹
介
し
た
い
。

こ
の
事
件
で
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
あ
る
が
、
チ
ェ
イ
ス
は
少
数

意
見
と
な
っ
た
。

い
。」

こ
こ
で
チ
ェ
イ
ス
は
、
そ
の
時
期
に
、
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
以
外

に
も
合
衆
国
紙
幣
が
発
行
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
国
立
銀
行
協
会

か
ら
の
紙
幣
発
行
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
法
定
通
貨

と
は
宣
言
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
の
事
実
は
、

紙
幣
を
法
定
通
貨
と
し
な
く
と
も
、
紙
幣
発
行
は
可
能
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
論
じ
る
。

「
紙
幣
や
信
用
証
券
を
製
造
し
、
既
存
の
債
務
の
支
払
い

の
た
め
の
法
定
通
貨
と
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
適
切
か
つ
明

白
な
適
用
で
は
無
く
、
あ
る
い
は
議
会
に
帰
属
す
る
す
べ
て

の
明
示
的
な
権
力
を
実
施
す
べ
く
計
算
さ
れ
た
も
の
で
は
無

く
、
憲
法
の
精
神
と
矛
盾
し
て
お
り
、
憲
法
で
禁
止
さ
れ
て

い
る
。」

こ
う
し
て
最
終
的
な
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
一
八
六
二
年
及
び
一
八
六
三
年
の
法
律
の
、
合
衆
国
紙

幣
を
公
的･

私
的
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
債
務
の
支
払
い
に

使
用
で
き
る
法
定
通
貨
と
す
る
規
定
は
、
本
法
の
施
行
以
前

に
契
約
さ
れ
た
債
務
に
適
用
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
憲
法

に
違
反
し
て
い
る
。」

一
三
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南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
三
七
）

ミ
リ
ガ
ン
は
、
そ
の
前
年
八
月
く
ら
い
か
ら
丹
毒
と
い
う
病
気
に

か
か
り
、
同
年
八
月
く
ら
い
か
ら
は
寝
た
き
り
に
な
っ
て
い
た
。

ミ
リ
ガ
ン
を
拘
束
す
る
に
当
た
っ
て
は
何
の
令
状
も
な
け
れ
ば
証

拠
も
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
朝
四
時
に
彼
を
自
宅
で
拘
束
す

る
に
当
た
り
、
彼
は
、
抵
抗
す
れ
ば
射
殺
す
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
、

自
ら
の
無
罪
を
証
明
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
わ
れ
た
。

ミ
リ
ガ
ン
の
罪
状
は
、
連
邦
政
府
に
対
す
る
陰
謀
、
連
邦
政
府

の
反
逆
者
へ
の
協
力
、
反
乱
の
扇
動
、
不
忠
実
な
活
動
、
戦
争
法

の
違
反
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
特
に
他
四
名
の
者
と
共
謀
し
て
連

邦
の
武
器
を
盗
み
、
南
軍
捕
虜
に
渡
す
事
を
計
画
し
て
い
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
二
月
一
〇
日
に
有
罪
判
決
を
受

け
、
絞
首
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。

宣
告
後
、
彼
の
足
は
動
か
な
い
状
態
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

杖
も
無
し
で
監
獄
ま
で
歩
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
彼
が
投
獄
さ

れ
た
監
獄
は
屠
殺
場
の
そ
ば
に
あ
る
不
潔
な
施
設
で
、
彼
の
足
は

完
全
に
麻
痺
し
、
獄
中
で
彼
は
発
熱
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
は
彼

を
冬
の
冷
た
い
隙
間
風
の
吹
き
抜
け
る
監
房
に
閉
じ
込
め
、
食
事

は
不
潔
な
床
に
投
げ
与
え
ら
れ
た
。

南
北
戦
争
終
了
後
、
死
刑
執
行
の
二
日
前
に
、
彼
は
ア
ン
ド

リ
ュ
ー･
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
よ
り
終
身
刑
に
減
刑
さ
れ
た
。

こ
の
決
定
を
紹
介
す
る
狙
い
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
が
戦
争
遂
行
の

過
程
で
個
々
人
の
人
権
を
無
視
し
た
活
動
を
し
た
の
に
対
し
、
連

邦
最
高
裁
判
所
が
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
努
力
し
た
と
い
う
点
に

お
い
て
、
ト
ー
ニ
ー
長
官
の
メ
リ
ー
マ
ン
決
定
（
23
）

と
好
一
対
を
な
す

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
決
定
は
メ
リ
ー
マ
ン
決
定
と
違
っ
て

連
邦
政
府
に
無
視
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

米
墨
戦
争
の
頃
、
奴
隷
制
支
持
者
達
の
間
で
「
黄
金
の
輪
騎
士

団
（K

nights of the G
olden C

ircle
）」
と
い
う
名
の
秘
密
結

社
が
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
も
奴
隷
制
国
家

に
脱
皮
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
南
北
戦

争
期
間
中
、
北
部
に
居
住
す
る
こ
の
騎
士
団
の
団
員
が
、
リ
ン

カ
ー
ン
の
支
配
に
対
し
て
反
対
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
騎
士
団

の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
、
ミ
リ
ガ
ン
（L

am
bdin P

urdy M
illigan

）

は
、
オ
ハ
イ
オ
州
ベ
ル
モ
ン
ト
郡
（B

elm
ont C

ounty

）
の
住

人
で
、
弁
護
士
で
あ
る
が
、
公
然
と
南
部
連
合
に
対
す
る
戦
争
に

対
す
る
反
対
運
動
を
行
っ
て
い
た
。

ミ
リ
ガ
ン
は
一
八
六
四
年
一
〇
月
五
日
に
連
邦
軍
の
命
令
に
よ

り
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
二
四
日
に
軍
事
法
廷
に
引
き
出
さ
れ
た
。

一
三
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（
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八
）

「
兵
役
に
服
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
通
常
裁
判
所
が
開
廷
し
、

円
滑
に
機
能
し
て
い
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
は
、
人
身
保

護
令
状
の
特
権
が
中
断
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
通
常
裁
判

所
以
外
の
裁
判
所
に
よ
り
有
罪
判
決
を
受
け
た
り
刑
を
宣
告

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

す
な
わ
ち
戦
場
か
ら
離
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
民
間
人
を
軍
法

に
基
づ
き
軍
事
法
廷
で
裁
判
す
る
の
は
、
憲
法
の
保
障
す
る
裁
判

を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
、
違
憲
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
が
法

定
意
見
と
少
数
意
見
の
相
違
点
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

ミ
リ
ガ
ン
は
、
彼
の
拘
留
を
命
じ
た
司
令
官
を
相
手
取
っ
て

五
〇
万
ド
ル
の
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
た
。
ミ
リ
ガ
ン
は
勝
訴

し
た
が
、
判
決
が
認
め
た
損
害
賠
償
金
は
わ
ず
か
五
ド
ル
だ
っ
た
。

こ
の
訴
訟
で
は
、
被
告
の
弁
護
人
に
後
に
二
三
代
大
統
領
と
な
る

ハ
リ
ソ
ン
（B

enjam
in H
arrison

）
が
な
っ
た
。

五　

屠
殺
場
事
件

こ
のS

laughter-H
ouse C

ases, 83 U
.S
. 36 

（1873

）
は
、

第
一
四
修
正
そ
の
も
の
の
憲
法
判
断
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
有
名

一
八
六
六
年
四
月
三
日
、
ミ
リ
ガ
ン
の
弁
護
団
（
そ
の
構
成
員

に
は
、
後
に
第
二
〇
代
大
統
領
と
な
っ
た
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド

（Jam
es A

. G
arfi eld

）
や
後
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
知
事
と
な
っ

た
ポ
ー
タ
ー
（A

lbert G
. P
orter

）
な
ど
を
含
む
）
は
、
連
邦

最
高
裁
判
所
に
人
身
保
護
令
状
の
発
行
を
求
め
た
。

（
二
）　

決
定
の
内
容

法
廷
意
見
は
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
（D

avid D
avis

）
判
事
が
書
い
て

い
る
。

ト
ー
ニ
ー
判
事
の
メ
リ
ー
マ
ン
決
定
と
異
な
り
、
こ
の
決
定
は
、

リ
ン
カ
ー
ン
の
人
身
保
護
令
状
の
停
止
は
合
憲
と
す
る
。

人
身
保
護
令
状
の
停
止
を
合
憲
と
し
た
の
は
、
時
期
的
問
題
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ン
カ
ー
ン
が
人
身
保
護
令
状
の
停
止
命
令

を
出
し
た
の
は
、
一
八
六
二
年
九
月
二
四
日
で
あ
る
。
議
会
は
こ

れ
を
約
六
ヶ
月
遅
れ
て
一
八
六
三
年
三
月
三
日
に
人
身
保
護
令
状

停
止
法
（H

abeas C
orpus S

uspension A
ct

）
を
制
定
し
て
追

認
し
た
。
メ
リ
ー
マ
ン
事
件
は
、
こ
の
議
会
の
追
認
以
前
を
問
題

と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ミ
リ
ガ
ン
の
拘
留
は
こ
の
時
点
以
降

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
法
廷
意
見
は
言
う
。

一
三
八



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
三
九
）

に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
お
り
、
一
イ
ン
チ
（
約
二
・
五
㎝
）
以
上
の

降
水
量
が
あ
れ
ば
、
何
時
で
も
容
易
に
水
害
が
発
生
す
る
と
い
わ

れ
る
。
二
〇
〇
五
年
の
カ
ト
リ
ー
ナ
台
風
（H

urricane 
K
atrina

）
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

一
九
世
紀
半
ば
の
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
は
、
屠
殺
業
者
の
存
在

に
悩
ま
さ
れ
た
。
市
か
ら
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
を
一
・
五
マ
イ
ル
遡
っ

た
所
に
、
約
一
、〇
〇
〇
の
屠
殺
業
者
が
お
り
、
年
間
三
〇
万
頭

以
上
の
家
畜
を

屠
殺
し
て
い
た
。

業
者
は
、
動
物

の
内
臓
、
血
液
、

糞
、
尿
等
を
処

理
せ
ず
に
放
棄

し
て
い
た
。
こ

の

地

域

を

ニ
ュ
ー
オ
ー
リ

ン
ズ
の
水
道
用

水
路
は
通
過
し

て
い
た
の
で
、

動
物
の
糞
尿
等

で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
最
大
の
都
市
で
あ
る

ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
市
に
お
け
る
屠
殺
場
設
置
規
制
の
合
憲
性
を

論
点
と
し
た
三
件
の
同
種
事
件
を
一
括
し
て
審
理
判
決
し
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
通
常
の
訴
訟
の
よ
う
に
訴
訟
の
両
当
事
者
名
で
は

無
く
、
単
に
屠
殺
場
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
24
）

。
こ
の
事
件
で
も
、

チ
ェ
イ
ス
は
少
数
意
見
に
留
ま
っ
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
は
、
メ
キ
シ
コ
湾
に
そ
そ
ぐ
ミ
シ
シ
ッ
ピ

河
の
河
口
か
ら
は
一
六
九
㎞
ほ
ど
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
河
が
作
り
出
し
た
デ
ル
タ
地
帯
に
位
置
し
て
い
る
。
ミ
シ
シ
ッ

ピ
河
を
基
準
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
上
流
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
地
図
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
と
お
り
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
は

事
実
上
メ
キ
シ
コ
湾
岸
に
位
置
し
て
お
り
、
市
域
は
海
抜
マ
イ
ナ

ス
二
ｍ
〜
プ
ラ
ス
六
ｍ
 と
い
う
低
地
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
市
の

南
部
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
、
そ
し
て
北
部
は
ポ
ン
チ
ャ
ー
ト
レ
イ

ン
湖
（L

ake P
ontchartrain

）
と
接
し
て
い
る
と
い
う
幅
の
狭

い
地
域
で
あ
る
。
蛇
行
す
る
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
沿
う
地
形
か
ら

「
ク
レ
セ
ン
ト
シ
テ
ィ
（
三
日
月
の
街
）」
と
の
愛
称
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
海
岸
沿
い
の
低
地
に
あ
る
た
め
、
市
創
設
以
来
、
水
害

一
三
九
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同
法
は
、
ク
レ
セ
ン
ト
シ
テ
ィ
家
畜
陸
揚
げ
及
び
屠
殺
場
会
社

（
以
下
「
ク
レ
セ
ン
ト
シ
テ
ィ
社
」
と
い
う
）
に
二
五
年
間
の
期

間
で
、
屠
殺
場
事
業
を
行
う
唯
一
か
つ
排
他
的
な
特
許
を
与
え
、

先
に
大
陪
審
が
勧
告
し
た
よ
う
に
市
の
南
部
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の

対
岸
に
屠
殺
場
を
設
置
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ク
レ
セ
ン
ト

シ
テ
ィ
社
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
屠
殺
業
は
行
わ
ず
、
屠
殺
業

者
に
適
切
な
料
金
で
、
屠
殺
を
行
う
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
提
供
す

る
会
社
で
あ
る
。
同
法
は
す
べ
て
の
家
畜
は
同
社
の
陸
揚
げ
場
で

陸
揚
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
そ
の
陸
揚
げ
し
た
家
畜
は
、

そ
の
屠
殺
場
で
屠
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
た
。
そ
の

違
反
に
対
し
て
は
罰
則
が
あ
る
。
ま
た
蒸
気
船
会
社
の
最
大
の
費

用
と
各
家
畜
の
陸
揚
げ
費
用
は
固
定
的
に
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
既
存
の
屠
殺
場
は
す
べ
て
強
制
的
に
閉
鎖
さ
れ
、
屠
殺
業
者

は
ク
レ
セ
ン
ト
シ
テ
ィ
社
の
屠
殺
場
の
利
用
を
強
制
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

同
時
に
、
同
法
は
、
ク
レ
セ
ン
ト
シ
テ
ィ
社
に
対
し
、
い
か
な

る
屠
殺
業
者
に
も
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
を
す
る
義
務
を
課
し
、
違
反

し
た
場
合
に
は
厳
し
い
罰
則
を
定
め
て
、
同
社
が
特
定
の
業
者
だ

け
を
優
遇
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
ま
た
、
同
社
の
敷
地
内
に
あ

る
す
べ
て
の
家
畜
は
、
州
知
事
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
官
吏
に

は
、
当
然
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
飲
料
水
に
混
入
し
て
い
た
。
そ

の
結
果
、
一
八
三
二
年
〜
一
八
六
九
年
の
間
に
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ

ン
ズ
の
街
で
は
一
一
回
も
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
と
い
う
。

そ
の
対
策
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
大
陪
審
は
屠
殺
場
を

南
（
つ
ま
り
、
市
か
ら
見
て
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
の
下
流
）
に
移
転
す

る
こ
と
を
勧
告
し
た
が
、
屠
殺
場
の
多
く
は
、
当
時
の
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
市
の
範
囲
外
に
所
在
し
て
い
た
た
め
、
大
陪
審
の
勧

告
は
事
実
上
無
視
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
市
は
、
州
議
会
に
屠
殺
場
問
題
の
改
善
を
訴
え
た
。

そ
の
結
果
、
一
八
六
九
年
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
議
会
は
、「
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
市
の
健
康
を
守
る
た
め
、
家
畜
陸
揚
げ
場
及
び
屠
殺

場
の
設
置
並
び
に
ク
レ
セ
ン
ト
シ
テ
ィ
家
畜
陸
揚
げ
及
び
屠
殺
場

会
社
の
設
立
に
関
す
る
法
律
（
25
）

」
を
可
決
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
屠

殺
場
を
担
当
す
る
企
業
を
設
立
し
、
そ
こ
で
一
元
的
に
衛
生
的
に

屠
殺
を
行
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
、
す
で
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ボ
ス
ト
ン
、
ミ
ル

ウ
ォ
ー
キ
ー
及
び
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
は
、
す
べ
て
の
屠
殺
業

者
を
一
箇
所
に
集
中
さ
せ
、
衛
生
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、

家
畜
の
糞
尿
に
よ
っ
て
水
道
水
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
法
律
は
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
四
〇
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る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
文
言
と
し
て
は
解
放
奴
隷
に
限
定
せ

ず
、
一
般
的
に
「
い
か
な
る
州
も
、
合
衆
国
市
民
の
特
権
ま
た
は

免
除
を
制
約
す
る
法
律
を
制
定
し
、
ま
た
は
実
施
し
て
は
な
ら
な

い
。」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
い
か
な
る
人
種
の
屠
殺
業
者
で
あ

れ
、
そ
の
「
労
働
を
通
じ
て
自
ら
の
生
活
を
維
持
す
る
（sustain 

their lives through labor

）」
権
利
と
い
う
も
の
は
、
第
一
四

修
正
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
「
特
権
ま
た
は
免
除
（privileges 

or im
m
unities

）」
に
該
当
す
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
は
、
上
告
さ
れ
た
六
件
の
う
ち
、
類
似
性
の
高
い

三
件
に
つ
い
て
一
括
審
理
を
行
っ
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

上
告
さ
れ
た
の
は
一
八
七
〇
年
で
あ
っ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判

所
判
決
は
一
八
七
三
年
四
月
一
四
日
に
下
っ
た
。
こ
の
審
理
期
間

の
長
さ
が
、
こ
の
判
決
の
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
の

評
決
は
五
対
四
の
僅
差
で
あ
っ
た
。
多
数
意
見
を
代
表
し
て
ミ

ラ
ー
（S

am
uel F

reem
an M

iller

）
判
事
が
判
決
を
言
い
渡
し

た
。実

を
言
う
と
、
上
記
の
よ
う
に
、
屠
殺
業
者
が
公
衆
の
犠
牲
の

下
に
既
得
権
益
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
事
件
な
の
で
、
結
論
と
し

よ
っ
て
検
査
さ
れ
る
（
26
）

。

同
法
の
こ
の
よ
う
な
内
容
は
、
わ
が
国
の
現
行
「
と
畜
場
法

（
昭
和
二
八
年
法
律
一
一
四
号
）」
と
基
本
的
に
は
同
一
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
に
よ
ら
な
い
限
り
、
屠
殺
場
の
存
在
に
よ
る
環

境
汚
染
を
防
止
し
、
食
肉
の
衛
生
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
逆
か
ら
言
う
と
、
そ
れ
ま
で
周
辺
環
境
を
守
る
た
め

の
費
用
を
負
担
せ
ず
、
動
物
の
糞
尿
を
垂
れ
流
し
に
し
て
き
た
既

存
の
屠
殺
業
者
か
ら
す
れ
ば
、
莫
大
な
利
潤
を
失
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
ク
レ
セ
ン
ト
シ
テ
ィ
社
の
独
占
を
阻
む

た
め
に
数
多
く
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

し
か
し
、
下
級
裁
判
所
で
は
、
す
べ
て
の
訴
え
で
ク
レ
セ
ン
ト

シ
テ
ィ
社
側
が
勝
訴
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
に
六
件
が
上
告
さ

れ
た
。

彼
ら
の
弁
護
士
キ
ャ
ン
ベ
ル
（John A

. C
am
pbell

）
は
、
元

連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
で
あ
っ
た
が
、
南
部
へ
の
忠
誠
か
ら
、
辞

職
し
て
弁
護
士
と
な
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
第
一
四
修

正
の
成
立
に
反
対
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
成
立
し
た
こ
の
時
点
に

お
い
て
、
第
一
四
修
正
が
、
屠
殺
業
者
の
既
得
権
擁
護
の
武
器
と

し
て
使
え
る
の
で
は
無
い
か
と
考
え
つ
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

第
一
項
は
、
狙
い
は
南
部
の
解
放
奴
隷
の
自
由
を
守
る
こ
と
に
あ

一
四
一
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高
裁
判
所
の
条
文
解
釈
の
義
務
に
関
し
て
、
判
事
の
間
で
激
論
に

な
っ
た
。
判
決
の
冒
頭
近
く
に
、
そ
の
間
の
事
情
が
忌
憚
な
く
書

か
れ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
こ
の
義
務
が
我
々
に
課
し
た
大
き
な
責
任
を

隠
蔽
し
な
い
。
結
論
に
到
達
し
、
波
及
さ
せ
る
上
で
、
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
、
こ
の
国
の
人
々
に
極
め
て
興
味
深
く
、
そ
し

て
合
衆
国
と
の
関
係
、
州
の
相
互
関
係
、
州
の
市
民
に
対
す

る
関
係
、
そ
し
て
市
民
と
合
衆
国
の
関
係
の
方
向
付
け
に
重

要
で
あ
る
問
は
、
現
在
の
メ
ン
バ
ー
の
公
的
生
活
の
間
に
、

こ
の
法
廷
に
あ
る
事
は
無
い
だ
ろ
う
。
我
々
は
法
廷
で
本
格

的
審
理
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
与
え
た
。
我
々
は
そ
れ

を
自
由
に
議
論
し
、
相
互
に
見
解
を
交
換
し
た
。
我
々
は
慎

重
な
審
議
の
た
め
に
十
分
な
時
間
を
と
っ
た
。
今
、
我
々
は

こ
れ
ら
の
条
文
の
構
成
に
関
し
て
形
成
さ
れ
た
判
断
を
、

我
々
の
前
に
存
在
す
る
事
件
の
判
決
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
の
み
発
表
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
度
を
超
え
る
意
図

も
無
く
、
権
利
も
無
い
（
28
）

。」

こ
の
よ
う
に
非
常
に
持
っ
て
回
っ
た
前
書
き
の
後
に
、
衝
撃
の

見
解
が
次
々
と
表
明
さ
れ
る
。

「
次
の
所
見
は
、
本
事
例
に
お
け
る
弁
護
人
の
見
解
よ
り

て
訴
え
を
退
け
る
べ
き
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
判
事
の
間
で
争

い
は
無
か
っ
た
。
論
述
の
順
序
は
前
後
す
る
が
、
そ
の
点
に
関
し
、

判
決
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
本
法
は
、
単
に
独
占
を
形
成
し
忌
む
べ
き
排
他
的
な
特

権
を
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
社
会
の
大
半
を
構
成
す
る
人
び

と
の
負
担
で
、
少
数
の
人
び
と
に
与
え
る
ば
か
り
で
無
く
、

市
民
に
大
き
な
功
績
あ
る
階
級
、
す
な
わ
ち
街
の
肉
屋
の
す

べ
て
が
、
そ
の
営
業
を
遂
行
す
る
権
利
を
、
彼
ら
が
訓
練
さ

れ
て
き
た
事
業
を
、
彼
ら
自
身
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
た
め

の
事
業
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
肉
屋
事
業
が
制
限
無

く
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
街
の
人
び
と
の
日
常
生
活
に
必
要
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
厳
格
に
同
法
を
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
主

張
は
ほ
と
ん
ど
正
当
化
さ
れ
な
い
。」

そ
の
理
由
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
屠
殺
場
の
設
置
は
州
の
ポ
リ

ス
・
パ
ワ
ー
（P
olice pow

er （27
）

）
に
属
し
、
連
邦
裁
判
所
の
管
轄

に
属
す
る
問
題
で
は
無
い
、
と
い
う
に
尽
き
る
。

判
決
が
下
さ
れ
る
の
に
長
期
を
要
し
た
原
因
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ル

の
、
第
一
四
修
正
は
黒
人
の
権
利
擁
護
以
外
に
も
使
用
で
き
る
と

い
う
主
張
を
ど
う
取
り
扱
う
か
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
最

一
四
二
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わ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
終
え
た
の
で
は
、
キ
ャ
ン
ベ

ル
の
提
起
し
た
、
第
一
四
修
正
は
黒
人
保
護
以
外
に
も
使
用
で
き

る
と
い
う
論
点
に
対
す
る
答
え
が
出
て
来
な
い
。
そ
こ
で
、
強
引

に
次
の
様
に
論
じ
る
。

「
控
訴
審
に
お
い
て
控
訴
人
は
、
た
だ
合
衆
国
市
民
の
特

権
及
び
免
除
に
つ
い
て
の
み
主
張
し
、
州
市
民
の
同
種
の
も

の
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
我
々
は
、
こ
の
修
正
条

項
の
同
じ
項
の
次
の
文
が
示
し
て
い
る
こ
の
区
別
及
び
明
白

な
認
識
は
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
大
い
な
る
重
要
性
を
持
つ

と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
告
の
有
利
に
考
え
る
と
、

議
論
は
、
こ
の
条
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
市
民
権
は
同
一
で

あ
り
、
特
権
と
免
除
も
同
一
と
主
張
し
て
い
る
と
全
面
的
に

仮
定
す
る
。」

す
な
わ
ち
、「
特
権
ま
た
は
免
除
」
条
項
に
次
に
あ
る
適
正
手

続
条
項
、
す
な
わ
ち
「
い
か
な
る
州
も
、
法
の
適
正
な
過
程
に
よ

ら
ず
に
、
何
人
か
ら
も
そ
の
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
っ
て

は
な
ら
な
い
。」
と
い
う
文
に
彼
ら
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
裁
判
所
で
は
、
適
正
手
続
に
つ
い
て
は
、
実
体
的

（substantive

）
な
も
の
で
は
な
く
手
続
き
的
（procedural

）

な
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
唯
一
の
例
外
は
、
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ

も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
の
市
民
権
と
州
の
市

民
権
の
間
の
区
別
が
明
確
に
認
識
さ
れ
、
確
立
さ
れ
て
い
る
。

人
は
州
の
市
民
に
な
ら
ず
に
合
衆
国
の
市
民
で
あ
る
こ
と

は
な
い
が
、
し
か
し
、
重
要
な
要
素
は
、
前
者
を
後
者
に
移

行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
で
あ
ろ
う
。
人
は
州
市
民
と
な
る

た
め
に
は
、
彼
を
市
民
と
す
る
州
内
に
居
住
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
し
か
し
、
合
衆
国
市
民
と
な
る
の
に
必
要
な
こ
と
は
、

彼
が
合
衆
国
で
生
ま
れ
る
か
、
合
衆
国
に
帰
化
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
市
民
権
と
、
そ
し
て
州
市
民
権
が

存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ

の
違
い
は
個
々
人
の
特
性
や
状
況
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
、

極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。」

そ
の
上
で
、
裁
判
所
は
、
憲
法
第
一
四
修
正
の
「
特
権
ま
た
は

免
除
」
条
項
は
、「
合
衆
国
市
民
の
特
権
ま
た
は
免
除

（privileges or im
m
unities of citizens of the U

nited 
S
tates

）」
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
合
衆
国
市
民
の
権
利
に
の
み

に
影
響
を
与
え
、
州
の
市
民
権
に
は
関
わ
り
が
無
い
と
判
示
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
肉
屋
の
第
一
四
修
正
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
い

う
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
主
張
は
退
け
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
議
論
が
終

一
四
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
四
四
）

（
三
）　

そ
の
後

こ
の
判
決
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ

ス
論
は
、
こ
の
後
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
、
今
日
に
至
る
ま
で

支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
第
一
四
修
正
を
媒
介
と

し
て
、
本
来
連
邦
だ
け
を
名
宛
人
に
し
て
い
る
第
一
修
正
に
始
ま

る
権
利
章
典
を
、
州
を
名
宛
人
と
し
て
も
読
む
と
い
う
技
法
を
導

入
す
る
こ
と
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
人
権
保
障
の
範
囲

を
格
段
に
拡
大
す
る
道
を
開
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
合
衆
国
判

例
史
上
、
最
も
重
要
な
判
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

リ
ン
カ
ー
ン
は
、
米
国
で
最
も
偉
大
な
大
統
領
、
少
な
く
と
も

そ
の
一
人
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
憲
法
と
い
う
視

点
か
ら
見
た
場
合
、
む
し
ろ
最
悪
の
大
統
領
と
い
う
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

こ
の
当
時
は
ま
だ
、
総
力
戦
（T

otal W
ar

）
と
い
う
学
術
用

語
は
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
南
北
戦
争
は
明
ら
か
に
世
界
で

最
初
の
総
力
戦
だ
っ
た
。
最
終
的
な
動
員
兵
力
は
北
軍
が
一
五
六

万
人
、
南
軍
が
九
〇
万
人
に
達
し
た
。
特
に
南
軍
の
場
合
、
そ
れ

は
南
部
の
成
人
男
子
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
を

ト
判
決
で
ト
ー
ニ
ー
が
、
第
五
修
正
の
適
正
手
続
条
項
の
解
釈
で

示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
29
）

。
第
一
四
修
正
で
も
、
ト
ー
ニ
ー
が
述
べ

た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
実
体
的
な
解
釈
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

が
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
た
激
論
の
正
体
で
あ
る
。

多
数
意
見
は
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
捉
え
た
。
こ
の
結
論
を
打
ち

出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
議
論
は
、
判
決
の
結
論
に
は
ま
っ
た

く
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
判
決
は
、
重
要

な
先
例
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
反
対
意
見
は
、
そ

れ
を
否
定
的
に
捉
え
た
と
い
う
差
で
あ
る
。

判
事
達
の
意
見
が
鋭
く
対
立
し
た
こ
と
は
、
判
決
に
書
か
れ
て

い
る
意
見
に
見
事
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
意
見

は
ミ
ラ
ー
判
事
が
書
き
、
こ
れ
に
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
（N

athan 
C
liff ord

）、
ス
ト
ロ
ン
グ
（W
illiam

 S
trong

）、
ハ
ン
ト

（W
ard H

unt

）
及
び
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
（D

avid D
avis

）
の
各
判
事

が
賛
同
し
た
。

反
対
意
見
は
フ
ィ
ー
ル
ド
（S

tephen J. F
ield

）
判
事
が
書

き
、
チ
ェ
イ
ス
、
ス
ウ
ェ
イ
ン
（N

oah H
. S
w
ayne

）、
ブ
ラ
ッ

ド
リ
ー
（Joseph P

. B
radley

）
が
賛
同
し
た
。
こ
の
う
ち
、

ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
と
ス
ウ
ェ
イ
ン
は
、
こ
の
反
対
意
見
に
さ
ら
に
補

足
意
見
を
書
い
て
い
る
。

一
四
四



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
四
五
）

チ
ェ
イ
ス
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
良
き
支
持
者
と
し
て
、
財
務
長

官
と
し
て
は
違
憲
の
立
法
を
敢
え
て
行
い
、
他
方
、
連
邦
最
高
裁

判
所
長
官
と
し
て
は
、
そ
の
違
憲
性
を
明
確
に
宣
言
す
る
と
い
う

勇
気
を
見
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
良
き
法
曹
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
同
時
に
、
屠
殺
場
事
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
起
草
者

の
予
想
し
な
い
憲
法
解
釈
に
反
対
す
る
点
に
、
良
き
政
治
家
と
し

て
の
面
も
見
せ
て
い
る
。

チ
ェ
イ
ス
は
屠
殺
場
判
決
か
ら
間
も
な
い
一
八
七
三
年
五
月
七

日
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
現
職
の
ま
ま
死
亡
し
た
。

（
1
） 

同
法
の
正
式
名
称
は
、“A

n A
ct to protect all P

ersons 
in the U

nited in their C
ivil R

ights, and furnish the M
eans 

of their V
indication”

と
い
う
。

（
2
） 

「
ほ
と
ん
ど
」
と
い
う
語
を
付
し
た
の
は
、
例
外
が
存
在
す
る

こ
と
が
当
然
に
予
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
合
衆
国
内
で
生

ま
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
例
外
と
し
て
市
民
権
が
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
、
米
国
原
住
民
で
あ
る
。
本
修
正
が
連
邦
議
会
に
お

い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
文
言
に
原

住
民
は
含
ま
な
い
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は

そ
の
種
族
の
規
範
を
維
持
し
て
い
る
が
故
に
、
外
国
大
公
使
の
子

弟
と
同
様
に
外
国
人
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、E

lk v. W
ilkins, 112 U

.S
. 94 

（1884

）
事
件

意
味
し
て
い
る
。
そ
の
戦
い
の
結
果
、
両
軍
合
わ
せ
て
六
二
万
人

も
の
死
者
を
出
し
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
が
こ
れ
以
降
、
今
日
ま
で

体
験
し
て
い
る
戦
役
史
上
、
最
悪
の
死
者
数
で
あ
る
。

米
国
憲
法
に
よ
れ
ば
、
宣
戦
布
告
は
議
会
の
権
限
で
あ
る
（
合

衆
国
憲
法
一
条
八
節
一
一
項
）。
し
か
し
、
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
こ

れ
は
戦
争
で
は
な
く
、
内
乱
で
あ
る
と
し
て
、
議
会
に
諮
る
こ
と

な
く
軍
を
動
員
し
、
戦
闘
を
行
わ
せ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
メ

リ
ー
マ
ン
決
定
や
ミ
リ
ガ
ン
決
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
時
下

で
も
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
る
訳
の
な
い
、
法
律
に
基
づ
く
こ
と
な

き
人
権
の
侵
害
を
平
然
と
行
っ
た
。
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
の
が

本
稿
冒
頭
に
言
及
し
た
奴
隷
解
放
宣
言
で
あ
る
。

議
会
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
行
っ
た
こ
う
し
た
既
存
の
憲
法
秩
序

の
破
壊
行
為
を
収
拾
す
る
た
め
、
可
能
で
あ
れ
ば
立
法
で
対
応
し

た
。
し
か
し
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
憲
法
秩
序
の
破
壊
は
極
め
て
深
刻

な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
で
は
対
応
し
き
れ
ず
、
第
一
三
修

正
に
始
ま
る
一
連
の
憲
法
改
正
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
ら
の
修
正

条
項
は
、
決
し
て
年
月
を
掛
け
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
文
言
で
は

な
か
っ
た
た
め
に
、
屠
殺
場
事
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
起
草
者

の
ま
っ
た
く
予
見
し
な
か
っ
た
新
し
い
憲
法
秩
序
ま
で
も
生
み
出

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
四
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
四
六
）

「
大
統
領
、
副
大
統
領
お
よ
び
合
衆
国
の
す
べ
て
の
文
官
は
、

反
逆
罪
、
収
賄
罪
そ
の
他
の
重
大
な
罪
ま
た
は
軽
罪
に
つ
き
弾

劾
の
訴
追
を
受
け
、
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
職

を
解
か
れ
る
。」

（
5
） 

弾
劾
を
訴
追
す
る
権
限
は
、
一
条
二
節
五
項
の
次
の
規
定
に

よ
り
下
院
に
属
す
る
。

「
下
院
は
、
議
長
そ
の
他
の
役
員
を
選
任
す
る
。
弾
劾
の
訴
追

権
限
は
下
院
に
専
属
す
る
。」

（
6
） 

弾
劾
裁
判
所
の
設
置
は
、
上
院
の
権
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

一
条
三
節
六
項
は
次
の
様
に
定
め
る
。

「
す
べ
て
の
弾
劾
を
裁
判
す
る
権
限
は
、
上
院
に
専
属
す
る
。

こ
の
目
的
の
た
め
に
集
会
す
る
と
き
に
は
、
議
員
は
、
宣
誓
ま

た
は
宣
誓
に
代
る
確
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
衆
国
大

統
領
が
弾
劾
裁
判
を
受
け
る
場
合
に
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
が

裁
判
長
と
な
る
。
何
人
も
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
の
同
意
が

な
け
れ
ば
、
有
罪
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。」

こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
が
、
弾
劾
裁
判
に
お
け

る
裁
判
長
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、「
宣
誓
に
代
る
確
約
」
と
は
、

宗
教
上
の
理
由
な
ど
か
ら
宣
誓
で
き
な
い
場
合
に
、
こ
れ
に
代
え

て
行
う
宣
誓
同
様
の
陳
述
を
意
味
す
る
。

（
7
） 

本
文
に
示
し
た
の
は
、
通
常
使
用
さ
れ
て
い
る
略
称
で
、
こ

の
ま
ま
で
は
意
味
が
よ
く
判
ら
な
い
が
、
正
式
な
訴
え
の
名
称
は

次
の
様
に
な
る
。

T
he S

tate of T
exas, C

om
pt., v. G

eorge W
. W
hite, John 

に
お
い
て
、
問
題
と
な
っ
た
。
原
住
民
で
あ
る
エ
ル
ク
（John 

E
lk

）
は
、
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
居
留
地
（Indian reservation

）

で
生
ま
れ
た
が
、
後
に
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
の
、
居
留
地
で
は
無
い
地

域
に
移
住
し
た
。
そ
の
エ
ル
ク
が
、
一
八
八
〇
年
に
行
わ
れ
た
選

挙
で
選
挙
人
登
録
を
し
よ
う
と
し
て
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で

あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
七
対
二
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
種
族
は

合
衆
国
内
に
居
住
し
よ
う
と
も
、
厳
密
に
言
え
ば
外
国
で
あ
り
、

明
確
に
異
な
る
政
治
社
会
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
は
出
生
に
伴
う
市

民
権
を
有
し
な
い
と
し
た
。

原
住
民
が
連
邦
議
会
か
ら
合
衆
国
市
民
権
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、

ず
っ
と
遅
れ
て
、
一
九
二
四
年
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
市
民
権
法
（Indian 

C
itizenship A

ct of 1924

）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

な
お
、
そ
れ
以
外
の
外
国
人
の
場
合
に
は
、
米
国
で
出
生
す
れ

ば
、
市
民
権
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
の

U
nited S

tates v. W
ong K

im
 A
rk, 169 U

.S
. 649 

（1898

）
判

決
に
よ
り
ほ
ぼ
確
立
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
米
国
内
で
出
生
し
た

中
国
人
の
市
民
権
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
3
） 

連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
男
女
平
等
修
正
（E

R
A

＝E
qual R

ights 
A
m
endm

ent

）
は
、
一
九
二
三
年
に
起
草
さ
れ
、
一
九
七
二
年
に

連
邦
議
会
で
可
決
さ
れ
た
が
、
一
九
八
二
年
ま
で
に
成
立
に
必
要

な
全
州
の
四
分
の
三
（
五
〇
州
の
う
ち
三
八
州
）
の
州
議
会
の
批

准
を
得
ら
れ
ず
、
不
成
立
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
州
レ
ベ
ル

の
憲
法
で
は
、
過
半
数
の
州
が
男
女
平
等
条
項
を
持
っ
て
い
る
。

（
4
） 

合
衆
国
憲
法
二
条
四
節
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

一
四
六



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
四
七
）

third day of M
arch, eighteen hundred and sixty-seven

（40th C
ongress, S

ession 1, C
hapter 30, 15 S

tat. 14

）

④　

一
八
六
八
年
三
月
一
一
日　

A
n A
ct supplem

entary to an 
act entitled “A

n act to provide for the m
ore efficient 

governm
ent of the rebel states,” passed M

arch second, 
eighteen hundred and sixty-seven, and to facilitate 
restoration.

（15 S
tat. 25

）

（
9
） S

am
uel H

ouston

：
一
七
九
三
年
│
一
八
六
三
年　

バ
ー
ジ

ニ
ア
州
で
生
ま
れ
、
テ
ネ
シ
ー
州
に
移
住
す
る
。
一
八
二
七
年
、

テ
ネ
シ
ー
州
知
事
と
な
る
。
そ
の
後
、
テ
キ
サ
ス
に
移
住
し
、
テ

キ
サ
ス
総
督
と
な
る
。
一
八
三
六
年
サ
ン
ジ
ャ
シ
ン
ト
の
戦
い

（B
attle of S

an Jacinto

）
で
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
率
い
る
八
〇
〇

名
の
テ
キ
サ
ス
軍
は
、
サ
ン
タ
・
ア
ナ
率
い
る
一
六
〇
〇
名
の
メ

キ
シ
コ
軍
を
撃
破
し
、
テ
キ
サ
ス
の
独
立
を
勝
ち
取
る
。
そ
の
後
、

初
代
お
よ
び
第
三
代
テ
キ
サ
ス
共
和
国
大
統
領
を
務
め
、
テ
キ
サ

ス
が
合
衆
国
に
加
わ
っ
た
後
は
州
選
出
上
院
議
員
と
な
り
、
最
後

は
テ
キ
サ
ス
州
知
事
を
務
め
た
。
し
か
し
、
テ
キ
サ
ス
州
が
合
衆

国
を
脱
退
す
る
と
、
彼
は
南
部
連
合
へ
の
忠
誠
を
拒
否
し
て
知
事

を
辞
職
し
、
ハ
ン
ツ
ビ
ル
（H

untsville T
exas

）
に
引
退
し
、
南

北
戦
争
中
に
そ
こ
で
死
去
し
た
。
な
お
、
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス

ト
ン
市
は
彼
の
名
に
ち
な
ん
で
い
る
。

（
10
） 

合
衆
国
憲
法
三
条
二
節
一
文
は
次
の
様
に
規
定
し
て
い
る
。

「
大
使
そ
の
他
の
外
交
使
節
お
よ
び
領
事
に
か
か
わ
る
す
べ
て

の
事
件
、
な
ら
び
に
州
が
当
事
者
で
あ
る
す
べ
て
の
事
件
に
つ

C
hiles, John A

. H
ardenburg, S

am
uel W

olf, G
eorge W

. 
S
tew
art, the B

ranch of the C
om
m
ercial B

ank of 
K
entucky, W

eston F
. B
irch, B

yron M
urray, Jr., and S

haw
す
な
わ
ち
、
訴
え
を
提
起
し
た
の
は
テ
キ
サ
ス
州
暫
定
政
府
で

あ
り
、
訴
え
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
問
題
と
な
っ
た
テ
キ
サ
ス

州
の
保
有
し
て
い
た
合
衆
国
債
券
を
保
有
し
て
い
る
す
べ
て
の
も

の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
長
い
。

（
8
） 

南
部
再
建
法
は
、
単
一
の
法
律
で
は
無
く
、
南
部
再
建
を
目

的
と
す
る
四
つ
の
一
連
の
法
律
の
総
称
で
あ
る
。
成
立
日
別
に
、

個
別
に
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①　

一
八
六
七
年
三
月
二
日　

A
n act to provide for the m

ore 
efficient G

overnm
ent of the R

ebel S
tates

（39th 
C
ongress, S

ess. 2, ch. 153, 14 S
tat. 428

）

②　

一
八
六
七
年
三
月
二
三
日　

A
n A
ct supplem

entary to an 
A
ct entitled “A

n A
ct to provide for the m

ore effi  cient 
G
overnm

ent of the R
ebel S

tates,” passed M
arch second, 

eighteen hundred and sixty-seven, and to facilitate 
R
estoration 

（40th C
ongress, S

ession 1, chapter 5, 15 
S
tat. 2

）

③　

一
八
六
七
年
七
月
一
九
日　

A
n A
ct supplem

entary to an 
A
ct entitled “A

n A
ct to provide for the m

ore effi  cient 
G
overnm

ent of the R
ebel S

tates,” passed on the second 
day of M

arch, eighteen hundred and sixty-seven, and 
the A

ct supplem
entary thereto, passed on the tw

enty-

一
四
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
四
八
）

A
n A
ct to authorize the Issue of U

nited states N
otes, 

and for the redem
ption or F

unding thereof, and for 
F
unding the F

loating D
ebt of the U

nited S
tates.

（
16
） 12 S

tat. at L
arge 711

（
17
） N

ational B
anking A

ct of 1863

＝ch. 58, 12 S
tat. 665; 

F
ebruary 25, 1863

（
18
） N

ational B
anking A

ct of 1864

＝ch. 106, 13 S
tat. 99; 

June 3, 1864

（
19
） 

こ
の
法
律
に
は
、
前
注
の
よ
う
な
略
称
が
無
く
、
次
の
も
の

が
正
式
名
称
で
あ
る
。

T
hat every national banking association, S

tate bank or 
S
tate banking association shall pay a tax of ten per 
centum

 on the am
ount of notes of any person, S

tate bank, 
or S

tate banking association, used for circulation and 
paid out by them

 after the 1st day of A
ugust, 1866.

（
20
） 

マ
カ
ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
の
詳
細
は
、
拙
稿

『
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
│
マ
ー
シ
ャ
ル
第
四
代
長
官
の
時

代
│
』
第
五
節
、
日
本
法
学
七
八
巻
三
号
一
二
一
頁
以
下
参
照
。

以
下
、
第
二
稿
と
い
う
。

（
21
） 

こ
の
一
〇
％
の
課
税
が
合
憲
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た

の
が
、V

eazie B
anks v. F

enno 75 U
.S
. 533 

（1869

） 

で
、
や

は
り
チ
ェ
イ
ス
が
自
ら
多
数
意
見
を
書
い
た
重
要
判
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
容
的
に
は
、
マ
カ
ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件

と
同
様
の
も
の
な
の
で
、
本
稿
で
は
紹
介
し
な
い
。

い
て
は
、
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
審
管
轄
権
を
有
す
る
。」

（
11
） 

ス
ペ
イ
ン
銀
貨
：
一
六
世
紀
以
来
数
百
年
に
わ
た
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
で
タ
ー
ラ
ー
（T

haler

）
と
い
う
銀
貨
が
使
わ
れ
て
い

た
。D

oller

は
、
こ
の
言
葉
の
米
国
訛
り
の
発
音
で
あ
る
。
ス
ペ

イ
ン
は
、
メ
キ
シ
コ
で
、
当
時
の
世
界
の
産
出
量
の
大
半
を
占
め

る
ほ
ど
の
豊
か
な
銀
山
を
発
見
し
、
そ
れ
を
原
料
に
大
量
の
銀
貨

を
製
造
し
た
。
額
面
は
八
レ
ア
ル
で
あ
る
が
、
米
国
に
お
い
て
一

ド
ル
銀
貨
と
し
て
通
用
し
た
こ
と
か
ら
ス
ペ
イ
ン
ド
ル
な
い
し
メ

キ
シ
コ
ド
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
世
界
的
に

貿
易
決
済
手
段
に
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

ば
か
り
で
な
く
、
中
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
も
大
量
に
流
入
し

流
通
し
、
当
時
の
世
界
標
準
通
貨
と
な
っ
た
。
中
国
お
よ
び
日
本

で
は
メ
キ
シ
コ
を
墨
西
哥
と
表
記
す
る
た
め
墨
銀
と
も
呼
ば
れ
、

外
国
か
ら
流
入
し
た
洋
銀
の
主
流
的
位
置
を
占
め
た
。
日
本
で
は

ド
ル
ラ
ル
、
ド
ロ
銀
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。
今
日
ド
ル
を
示
す
略

号
と
し
て
＄
が
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
銀
貨
の
頭
文

字
に
由
来
し
て
い
る
。

（
12
） 

一
九
七
一
年
に
一
ポ
ン
ド
が
一
〇
〇
ペ
ン
ス
と
さ
れ
た
が
、

そ
れ
ま
で
は
一
ポ
ン
ド
＝
二
〇
シ
リ
ン
グ
、
一
シ
リ
ン
グ
＝
一
二

ペ
ン
ス
と
い
う
複
雑
な
体
系
で
あ
っ
た
。

（
13
） 

岡
田
泰
男
『
ア
メ
リ
カ
経
済
史
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会 

二
〇
〇
〇
年
刊　

一
一
〇
頁
よ
り
引
用

（
14
） 12 S

tat. at L
arge 259, 313, and 338.

（
15
） 

法
定
通
貨
法
の
正
式
名
称
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
四
八



南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
（
甲
斐
）

（
一
四
九
）

（
25
） 

こ
の
法
律
の
原
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A
n A
ct to P

rotect the H
ealth of the C

ity of N
ew
 

O
rleans, to L

ocate the S
tock L

andings and S
laughter 

H
ouses, and to incorporate the C

rescent C
ity L

ivestock 
L
anding and S

laughter-H
ouse C

om
pany

（
26
） 

同
法
の
条
文
は
、
屠
殺
場
判
決
の
冒
頭
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
：
米
国
憲
法
で
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
と
は
、

住
民
の
一
般
的
な
福
祉
の
向
上
、
モ
ラ
ル
、
健
康
、
安
全
の
た
め

に
、
自
州
内
で
の
行
動
を
規
制
し
、
秩
序
を
強
制
す
る
州
の
権
限

を
意
味
す
る
。
合
衆
国
憲
法
第
一
〇
修
正
に
よ
り
、
ポ
リ
ス
・
パ

ワ
ー
は
連
邦
政
府
に
委
任
さ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
ま
た
は
人
民

に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
す
べ
て

を
州
が
行
使
で
き
る
の
で
は
無
く
、
い
く
つ
か
は
人
民
に
留
保
さ

れ
て
い
る
。
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
行
使
は
、
法
を
制
定
し
、
あ
る

い
は
物
理
的
な
い
し
強
制
や
誘
因
等
の
形
態
を
通
じ
た
法
的
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
服
従
す
る
こ
と
を
強
制

す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
。

ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
概
念
は
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
り
、
連
邦
裁

判
所
が
州
憲
法
の
解
釈
権
を
持
た
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
論
理
と

し
て
使
用
さ
れ
る
。

連
邦
議
会
は
憲
法
が
認
め
た
限
定
さ
れ
た
権
限
を
持
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
の
で
、
連
邦
政
府
は
州
政
府
と
違
っ
て
一
般
的
な
ポ

リ
ス
・
パ
ワ
ー
を
有
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
連
邦
政
府
の
財
産

と
軍
事
に
関
し
て
は
例
外
で
あ
り
、
ま
た
一
八
八
七
年
州
際
通
商

（
22
） 

こ
の
条
項
は
、
一
般
に
「
必
要
か
つ
適
切
条
項
（N

ecessary 
and P

roper C
lause

）」
と
呼
ば
れ
る
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
合
衆
国

銀
行
の
設
立
に
際
し
て
主
張
し
、
第
二
稿
で
紹
介
し
た
マ
カ
ラ
ッ

ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
で
マ
ー
シ
ャ
ル
が
認
め
て
以
来
、
連

邦
政
府
が
合
衆
国
憲
法
に
書
か
れ
て
い
な
い
権
限
を
、
法
律
に
基

づ
い
て
行
使
す
る
場
合
の
定
番
の
根
拠
規
定
で
あ
る
。

（
23
） 

メ
リ
ー
マ
ン
決
定
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
米
国
奴
隷
制
と
ド

レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
│
ト
ー
ニ
ー
第
五
代
長
官
の
時
代
│
』

第
五
節
第
三
項
、
日
本
法
学
七
八
巻
四
号
一
二
一
頁
以
下
参
照
。

以
下
、
第
三
稿
と
い
う
。

（
24
） 

一
括
審
理
さ
れ
た
三
件
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。

①　

T
he B

utchers’ B
enevolent A

ssociation of N
ew
 

O
rleans v. T

he C
rescent C

ity L
ive-S

tock L
anding and 

S
laughter-H

ouse C
om
pany 

②　

P
aul E

steben, L
. R
uch, J. P

. R
ouede, W

. M
aylie, S

. 
F
irm
berg, B

. B
eaubay, W

illiam
 F
agan, J. D

. B
roderick, 

N
. S
eibel, M

. L
annes, J. G

itzinger, J. P
. A
ycock, D

. 
V
erges, T

he L
ive-S

tock D
ealers’ and B

utchers’ 
A
ssociation of N

ew
 O
rleans, and C

harles C
avaroc v. 

T
he S

tate of L
ouisiana, ex rel. S

. B
elden, A

ttorney-
G
eneral 

③　

T
he B

utchers’ B
enevolent A

ssociation of N
ew
 

O
rleans v. T

he C
rescent C

ity L
ive-S

tock L
anding and 

S
laughter-H

ouse C
om
pany 

一
四
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
五
〇
）

法
に
よ
っ
て
広
範
な
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
を
付
与
さ
れ
た
。

（
28
） 

原
文
の
頁
を
示
す
と
、83 U

.S
. 36, 73-74 

で
あ
る
。

（
29
） 
ト
ー
ニ
ー
が
、
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
事
件
で
実
体
的

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
論
を
展
開
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
第
三
稿

参
照

一
五
〇


